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    午前10時00分   開議   

○議長（八重櫻友夫君）  ただいまから本日の会議を

開きます。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（八重櫻友夫君）  日程第１、一般質問を行い

ます。順次質問を許します。新政会代表、中塚佳男君。 

    〔新政会代表中塚佳男君登壇〕 

○19番（中塚佳男君）  おはようございます。私は、

新政会を代表し、市長及び教育長に質問をいたします。 

 初めに、アセットマネジメントの取り組みについて

お伺いいたします。 

 あまり聞きなれない言葉でありますアセットマネジ

メントですが、市有資産の効率的な運用を図るための

資産運用のことです。当市におきましても、土地・建

物や道路施設など数多くの保有資産があるわけです。

効率的な管理を行うに当たり、市独自のアセットマネ

ジメントの必要性があるものと思います。考えと取り

組み方についてお伺いいたします。 

 次に、消防防災についてお伺いいたします。 

 まず、総合防災ハザードマップについてお伺いいた

します。 

 市内全戸に配布された総合防災ハザードマップが市

民の安全・安心のために有効に活用されるよう啓発を

徹底すべきと思いますが、考え方をお伺いいたします。 

 次に、災害時の非常用物資についてお伺いいたしま

す。 

 東日本大震災のときの一部の避難所において、ミル

クや毛布等の物資が不足したと聞きましたが、災害時

の非常用物資の備蓄がどのようになされているのかお

伺いいたします。 

 次に、消防団員の安全確保についてお伺いいたしま
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す。 

 今回の震災で三陸沿岸の多くの消防団員が犠牲とな

りましたが、消防団員の活動時の安全確保を今後どの

ように図っていくのかお伺いいたします。 

 次に、老人福祉施設の安全確保についてお伺いいた

します。 

 東日本大震災で三陸沿岸の老人福祉施設が津波で大

きな被害を受けましたが、立地のあり方や災害弱者の

安全確保について、考えをお伺いいたします。 

 次に、放射能対策についてお伺いいたします。 

 福島第一原発事故に伴う放射性物質対策としての県

内の全市町村で空間線量率を測定しておりますが、当

市の放射線測定器の整備状況についてお伺いいたしま

す。 

 次に、大津波対策についてお伺いいたします。 

 過日、政府の地震調査委員会によって三陸沖北部か

ら房総沖にかけてのプレートで、明治三陸大津波に相

当する津波を引き起こす地震の発生確率が今後30年で

30％程度と公表されましたが、当市の沖合になる三陸

北部で想定される大津波への対策についてお伺いいた

します。 

 次に、生活保護の状況についてお伺いいたします。 

 生活扶助費区分の決済額と受給世帯、受給人数、年

齢構成区分及び自立更生者は何世帯あるのかお伺いい

たします。 

 次に、安愚楽牧場の経営破たんについてお伺いいた

します。 

 当市の家畜農家にも安愚楽牧場の預託を受けて牛を

飼育している農家がありますが、オーナー債権者もお

られるかどうかお伺いいたします。 

 次に、木材価格についてお伺いいたします。 

 かつてない円高により、林業業界にも大きな影響を

もたらしていると考えられるが、市内林業業者への影

響をどのようにとらえているかお伺いいたします。 

 次に、林道茅森線の復旧見通しについてお伺いいた

します。 

 台風15号の大雨による土砂崩落した林道茅森線の復

旧見通しについてお伺いいたします。 

 次に、漁業振興についてお伺いいたします。 

 まず、久慈地区の漁場整備についてお伺いいたしま

す。 

 大津波襲来以後停止状態となっております漁場整備

の再開見通しについてお伺いいたします。 

 次に、小型船係留施設の整備についてお伺いいたし

ます。 

 久慈港諏訪下地区の小型船係留施設の一部工事を着

工し、土どめ工事がなされているようですが、今後の

整備状況についてお伺いいたします。 

 次に、つくり育てる漁業の推進についてお伺いいた

します。 

 ウニ・アワビの種苗放流やヒラメ、稚貝放流等のつ

くり育てる漁業を推進し魅力ある漁業振興により漁民

の生活確保に努めてきたところでありますが。さきの

震災で、ヒラメ、稚貝、ウニ・アワビ等の養殖施設等

が甚大な被害をこうむり、漁民生活に大きな影響を及

ぼしている現状にかんがみ、ヒラメ、稚貝放流等の種

苗確保について、どのような対策を講じていく考えな

のかお伺いいたします。 

 次に、メガソーラー事業化についてお伺いいたしま

す。 

 県では、大規模太陽光発電施設、メガソーラー導入

に向け、当市を含め25市町村、50カ所をリストアップ

し、今後３年をめどに重点的に導入を促す考えで、

2013年度の事業化も期待されると報道されましたが、

当市の再生可能エネルギーへの取り組み状況について

お伺いいたします。 

 次に、湾口防波堤の早期完成についてお伺いいたし

ます。 

 津波がいつまた来襲してくるのかわからない中、１

年でも早い湾口防波堤の完成を目指すべきと考えます

が、完成年度の短縮見通しについてお伺いいたします。 

 次に、防潮堤のかさ上げについてお伺いいたします。 

 去る第28回６月定例会での一般質問で、震災で津波

が超えた久慈湊防潮堤は、かさ上げすべき緊急の課題

である旨の質問をいたしましたが、県では10月に久慈

湊、久慈港地区の防潮堤について、湾口防潮堤の完成

を前提に、震災前と同じ高さである８メートルで復旧

すると決定したようであります。湾口防波堤の完成年

度の見通しが立たない中、地区住民を津波から守るた

め防波堤のかさ上げが必要と考えますが、整備の見通

しについてお伺いいたします。 

 次に、産業行政についてお伺いいたします。 

 まず、地場企業への助成支援についてお伺いいたし

ます。 
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 震災で被災された企業にはさまざまな支援が行われ

ておりますが、事業拡大等で頑張っている地場企業に

対しても手厚い助成支援が必要と思いますが、支援策

についてお伺いいたします。 

 次に、海の教育旅行についてお伺いいたします。 

 11月25、26日に「海岸部での教育旅行」の本格的な

受け入れを目指し、地元の小学生を対象に海にかかわ

る体験や漁家への民泊を行っております。 

 新聞にも大きく報じられたように、参加した子供た

ちの反応もよく、来年度以降の本来的な受け入れへ大

きな自信になったものと思われます。震災復興へもつ

ながると思いますが、海の教育旅行としての取り組み

状況についてお伺いいたします。 

 次に、土木行政についてお伺いいたします。 

 まず、三陸北縦貫道路についてお伺いいたします。 

 復興道路として７年ぐらいでの全線整備が明言され

た三陸沿岸道路でありますが、国における23年度の第

３次補正予算にも盛り込まれ、全線整備へまた一歩近

づいたものと考えております。八戸自動車道も含め、

久慈市内を通る三陸北縦貫道路も早期に整備すること

が望まれますが、見通しについてお伺いいたします。 

 次に、国道45号野田峠についてお伺いいたします。 

 国道45号野田峠の登坂車線の整備工事が示されてお

りますが、震災により予算配分が心配されますが、進

捗状況についてお伺いいたします。 

 次に、市道川又橋場線についてお伺いいたします。 

 現在も整備事業が継続的に行われている市道川又橋

場線の整備状況についてお伺いいたします。 

 次に、除雪対策についてお伺いいたします。 

 間もなく冬到来の雪シーズンを迎えます。除雪は市

内511キロメートル、670路線であり、除雪を進めるに

当たっては大方民間業者に委託していると以前にお伺

いし承知しておりますが、民間業者では除雪運転手確

保は容易ならざるものがあると思います。その対策は

万全なのかお伺いいたします。 

 次に、仮設住宅の冬場対策についてお伺いいたしま

す。 

 日増しに寒さが厳しくなっておりますが、仮設住宅

の寒さ対策の進捗状況についてお伺いいたします。 

 次に、教育行政についてお伺いいたします。 

 まず、岩手国体開催についてお伺いいたします。 

 東日本大震災の影響で開催が危ぶまれていた2016年

の岩手国体が、県による直営方式を見直し縮小開催も

考えられる中ではありますが、同年に開催される方向

で検討に入ったとの報道がなされております。当市と

しての負担が増大することも考慮しなければならない

と思いますが、国体に対する考え方と久慈地域に内定

している軟式野球競技に向けた新野球場建設の進捗状

況についてお伺いいたします。 

 次に、公民館類似施設の復旧についてお伺いいたし

ます。 

 震災で、元木沢公民館、夏井駅前大湊公民館が損壊

し、改修補助金がさきの９月議会の補正予算で1,201

万9,000円が計上いたしましたが、全壊した湊町中下

公民館も再築費用を助成し復旧を促進すべきと思いま

すが、その考えがないかお伺いいたします。 

 以上で、登壇しての私の質問を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  新政会代表、中塚佳男議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、アセットマネジメントの取り組みについて

お答えをいたします。 

 アセットマネジメントは、公共施設など市有資産の

状況を客観的に評価、分析し、長寿命化や更新時期の

平準化を図るなど、中長期計画を立て、効率的に管

理・運用を行うものであり、近年、全国的に取り入れ

られている手法の一つであります。 

 当市におきましても、今後、公共施設が順次更新時

期を迎えますことから、財政負担の平準化を図ってい

く必要があり、アセットマネジメントの手法を取り入

れていく必要があると考えております。 

 現在、各公共施設のデータベース化に向け、基礎

データの収集作業を行っているところであり、今後は

これらのデータを分析・活用し、効果的かつ効率的な

維持管理運営を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、消防防災についてお答えをいたします。 

 まず、総合防災ハザードマップについてであります

が、当市のハザードマップは、平成17年12月に久慈市

津波防災マップを作成し、全戸配布を行って津波防災

に努めてきたところであります。 

 昨年度は、総合防災ハザードマップの作成に当たっ

てワークショップを開催し、住民の代表の方からの意

見等を反映させるとともに、防災意識の啓発もあわせ
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行ってきたところであります。これを取りまとめ作成

した総合防災ハザードマップ（洪水・土砂災害編）は、

11月１日に行政連絡区長を通じて全戸配布いたしまし

たほか、学校施設及び福祉施設等にも配布したところ

であります。 

 また、現在、今回の東日本大震災により、さきに作

成した津波防災マップの見直し作業を進めているとこ

ろであります。 

 今後におきましても、引き続きワークショップ等を

開催しながら、市民の皆様の防災意識の啓発に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、災害時の非常用物資についてでありますが、

市では、災害時に避難した方が必要とする食料、生活

必需品について、毎年継続的に備蓄するとともに、民

間関係団体との協定の締結などにより、非常用物資の

供給体制の整備について努めているところであります。 

 震災後におきましては、主要な避難場所への非常用

物資の分散配備を検討しているところであり、今後、

維持管理等を踏まえながら、非常用物資の備蓄につい

て努めてまいりたいと考えております。 

 次に、地震津波や異常気象など、消防団員の活動時

における安全確保を今後どのように図っていくのかに

ついてでありますが、津波警報発生時に団員が危険な

現場に近づく必要がないよう、水門の遠隔操作化につ

いて引き続き岩手県に対し要望してまいりたいと考え

ております。 

 また、現場において消防団員が安全に活動できるよ

う、消防無線の整備、情報伝達の方法について検討す

るとともに救命胴衣等安全備品の充実に努め、消防団

員の資質向上のため各種訓練を実施し、安全教育の徹

底を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、老人福祉施設の安全確保についてであります

が、高齢者等の災害弱者が居住または利用する施設で

は、日ごろからさまざまな状況を想定した避難訓練の

実施により、災害時の安全対策に努めているところで

あります。 

 しかし、今回の東日本大震災におきましては、市内

全域ですべてのライフラインが停止したことによりま

して、単独での対応が困難な小規模の入所施設から設

備の整っている他の施設に入所者を避難させ、安全を

確保したところであります。 

 今後におきましては、各福祉施設間での調整を図り、

福祉避難所の設置及び避難先となる施設の非常時の電

源、資機材等の整備について支援を検討するなど、一

層の入所者の安全確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、放射能対策についてお答えをいたします。 

 当市の放射線測定器の整備状況についてであります

が、空間放射線量率を測定する携帯型シンチレーショ

ンサーベイメータ２台が11月４日に納品されたところ

であります。 

 今後においては、昨日の清風会代表、畑中議員にお

答えいたしましたとおり、公共施設など地域の重点箇

所について毎月測定を行い、随時公表してまいりたい

と考えております。 

 次に、大津波対策についてお答えをいたします。 

 政府の地震調査委員会は、このほど三陸沖北部から

房総沖にかけての海域を震源域とする明治三陸地震で

発生した大津波と同規模の津波を引き起こす地震の発

生確率を、今後30年間で30％とする長期評価を公表し

たところであります。 

 久慈市復興計画では、今回の東日本大震災を踏まえ

まして、岩手県津波防災技術専門委員会が行った津波

浸水シミュレーションの結果を参考にしながら、防潮

堤、河川堤防等の必要なハードの整備を進める一方、

避難路、避難タワー、避難所の整備、防災教育等の充

実を図ることにより、ソフト・ハードを組み合わせた

多重防御の観点から、災害に強いまちづくりを推進し

てまいりたいと考えております。 

 次に、生活保護の状況についてお答えをいたします。 

 平成23年10月末現在、当市の生活保護世帯は342世

帯、被保護人員は448人となっております。 

 生活保護世帯及び人員は、昭和48年度の538世帯、

1,306人をピークに以降は減少を続けてまいりました

が、平成12年度からは増加傾向を示しております。な

お、過去５年間は顕著な増減はなく、ほぼ横ばいの状

況であります。 

 また、年齢構成につきましては、19歳以下が10.4％、

20歳から64歳までが44.8％、65歳以上が44.8％となっ

ております。 

 特にも、高齢者のみの世帯の割合が、昭和45年の

19.7％から平成22年度は47.4％と年々増加傾向にあり

ます。 

 次に、安愚楽牧場の経営破たんについてお答えをい
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たします。 

 安愚楽牧場による被害状況は、負債総額が約4,300

億円を超え、全国で７万人以上に影響が及ぶものと認

識しているところであります。 

 当市の畜産農家等オーナー債権者でありますが、人

数及び金額等については把握できない状況にあります。

なお、市内においては２戸の生産者が黒毛和牛約250

等を預託飼育しており、預託代金の支払いなどの影響

が懸念されるところであります。 

 次に、木材価格についてお答えをいたします。 

 円高により輸入価格が低下し安価な外国産材の流通

が拡大することは、国産材需要の減少と価格の下落を

招き、地元産材を取り扱う市内木材事業者の経営を圧

迫するおそれがあるものと懸念されているところであ

ります。 

 市といたしましては、関係機関・団体と連携し、当

地方を代表する樹種である南部アカマツのブランド化

をさらに推進するとともに、建築用材以外の木材につ

いても新たな活用方策の検討を進め、本市林業の振興

を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、林道茅森線の復旧見通しについてであります

が、昨日の創政会代表、藤島議員にお答えいたしまし

たとおり、災害関連緊急治山事業として県北広域振興

局林務部で、平成23年度繰越事業により実施し、平成

24年の年末には交通解放ができる見込みと伺っている

ところであります。 

 市といたしましては、早期の交通どめ解除を要望す

るとともに、迂回路の維持管理には万全を尽くしてま

いりたいと考えております。 

 次に、漁業振興についてお答えをいたします。 

 まず、東日本大震災以降休止となっている久喜地区

の魚場整備の開始見通しについてでありますが、久喜

東漁場整備事業は、アワビ・ウニの中間育成を積極的

に促進する上でその放流先の漁場が不足しております

ことから、平成21年度から着手している事業でありま

す。このたびの震災により、平成23年度は災害復興を

優先することで漁場整備の実施を見送っておりました

けれども、事業完了目標年度を平成28年度に変更の上、

平成24年度から事業を再開する予定であると、県北広

域振興局水産部から伺っているところであります。 

 次に、小型船係留施設の整備状況についてお答えを

いたします。 

 諏訪下地区の小型船だまり掘込地区への移転につき

ましては、岩手県が策定した港湾計画に基づいて船揚

場の整備が進められており、25隻を収容する設計で平

成22年度から工事に着手し、平成25年度までの完成を

見込んでいると、県北広域振興局土木部から伺ってお

ります。 

 当該整備箇所につきましては東日本大震災津波によ

る被害はなく、整備は計画どおり進捗しているとも伺

っているところであります。 

 次に、つくり育てる漁業の推進に係るウニ・アワビ

の種苗放流の状況についてでありますが、昨日の創政

会代表、藤島議員にお答えいたしましたとおり、種苗

の供給元である生産施設が被災したことから、本年は

種苗放流ができない状況にあります。 

 現在、種苗生産施設の復旧に取り組んでいるところ

であり、ウニは平成24年から、アワビは平成25年から

種苗放流を再開できる予定であります。 

 次に、メガソーラーの事業化についてお答えをいた

します。 

 昨日の清風会代表、畑中議員ほかにお答えいたしま

したとおり、再生可能エネルギーの導入促進を進める

岩手県では、大規模太陽光発電事業に係る候補地の情

報提供を行っており、当市内における候補地は県内最

多の５地点となっております。 

 当市といたしましては、立地が実現するよう事業者

の取り組みを支援してまいりたいと考えております。

また、新たな雇用の場の創出など、当市が直面する課

題の解決に一定程度の効果が見込める案件につきまし

ては、財政的な支援も検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、湾口防波堤の早期完成についてお答えをいた

します。 

 ご承知のとおり、本事業は平成２年に国直轄事業と

して起工され、平成40年度の完成を目標に整備が進め

られております。この間、県内他港の港湾整備の完了

等に伴い久慈港への予算配分が増大したものの、公共

事業を取り巻く社会環境等の変化から、平成22年度、

平成23年度事業費では大幅な減額を強いられたところ

であります。 

 市といたしましては、昨年のチリ地震津波及び本年

の東日本大震災津波に対し、津波の威力や被害の程度

を減じさせたという一定の効果を推しはかることがで
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きたと考えており、湾口防波堤の整備の必要性・有効

性を訴えるとともに限られた予算の中で効率的な整備

が進むよう整備コストの縮減につながる新たな工法の

検討要請など、あらゆる機会をとらえて整備促進を要

望しておりますが、現地点では前倒し完成の方針は示

されておりません。引き続き、早期整備が図られるよ

う関係機関と連携しながら、国・県に強力に要望を続

けてまいりたいと考えております。 

 次に、防潮堤のかさ上げについてお答えをいたしま

す。 

 岩手県では、去る10月中旬に久慈湊地区の防潮堤の

計画堤防高をＴＰ8.0メートルと決定したところであ

ります。 

 今回の東日本大震災による津波の越波により住家等

に大きな被害を与えた事実を踏まえ、地区住民の生命

と財産を守るため、防潮堤のかさ上げの必要性は強く

認識いたしているところであります。 

 市といたしましては、防潮堤内の避難路の整備や防

災教育など多重防災の町づくりを進め、災害に強いま

ちづくりに努めてまいる考えであります。 

 次に、産業行政についてお答えをいたします。 

 まず、地場企業への助成支援についてでありますが、

事業拡大等に対する助成につきましては、企業立地促

進事業費補助金により、生産拡充に伴う工場等の設置

または増設に要する経費に対しまして一定の要件を満

たす場合、誘致企業、地場企業を問わず支援を行うこ

とといたしております。 

 また、融資に係る支援として、市単独の融資制度で

あります中小企業振興資金によりまして、設備資金に

係る融資またそれに伴う利子及び保証料補給を行って

おりますほか、雇用に伴う事業所への支援として再就

職緊急支援奨励補助金や新卒者雇用支援奨励金の交付

を行っているところであります。 

 今後におきましても、こうした各種制度の利用を促

しながら、地場企業についてもできる限りの支援に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、海の教育旅行についてお答えをいたします。 

 海を活用した教育旅行の取り組み状況でありますが、

市村合併当初から調査・検討を重ね、平成21年度から

侍浜地区の方々のご協力をいただきながら説明会や研

修会、実証試験を行い、受け入れ態勢の整備を図って

きたところであり、昨年度１校の受け入れを行ったと

ころであります。 

 しかし、東日本大震災の発生により沿岸部での教育

旅行受け入れ推進は一時停止状態となりましたが、侍

浜地域住民の厚い熱意と気概により取り組みを再開し

たところであり、去る10月には、侍浜小学校６年生の

１泊２日の体験学習を侍浜地区内で実施し、児童や地

域住民より好評を得たところであります。 

 沿岸部での教育旅行の取り組みは震災復興にもつな

がるものと確信をいたしておりまして、今後、本格的

な受け入れ誘致に努めるとともに、侍浜地区での教育

旅行受け入れを推進し、交流人口の拡大に努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、三陸北縦貫道路の整備見通しについてであり

ますが、昨日の政和会代表、小倉議員にお答えいたし

ましたとおり、国土交通省では、今後10年以内に全線

を整備する方針を打ち出し、さらには、国土交通大臣

が７年程度へと前倒しの意向を表明したところであり

ます。 

 市といたしまして、引き続き早期完成について強く

要望してまいりたいと考えております。 

 次に、国道45号野田峠についてでありますが、三陸

国道事務所によりますと、登坂車線の整備については、

今年度の事業完了を目標としていたところであるが、

さきの東日本大震災の影響により関係機関との協議に

おくれが生じており、協議が整い次第順次工事着手し

てまいりたいと伺っているところであります。 

 市といたしましても、早期に整備が完了するよう引

き続き要望してまいりたいと考えております。 

 次に、市道川又橋場線の整備状況についてでありま

すが、全体延長約10.5キロメートルのうち約7.6キロ

メートルが舗装済みであり、その進捗率は約72％にな

っております。 

 今年度は、山根町馬渡地内で約180メートルの改良

舗装工事を実施したところでありますが、今後におき

ましても引き続き整備に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 次に、除雪対策についてでありますが、昨日の創政

会代表、藤島議員にお答えいたしましたとおり、昨年

度と同様、除雪計画に基づき直営及び各委託業者のご

協力をいただきながら、円滑な除雪に努めてまいりた

いと考えております。 
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 最後に、応急仮設住宅の冬場対策についてお答えを

いたします。 

 寒さ対策につきましては、昨日の創政会代表、藤島

議員にお答えいたしましたとおり、外壁断熱材、サッ

シの二重窓化及び風除室を設置済みであり、暖房器具

の配布もなされ、今後におきましても、入居者の要望

等を踏まえ必要に応じて県に対し要望してまいる所存

であります。 

 また、応急仮設住宅までの道路の除雪につきまして

は、対応してまいりたいと考えております。 

 以上で、新政会代表、中塚佳男議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  新政会代表、中塚佳男議員

の教育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 最初に、岩手国体開催に対する当市の考え方につい

てでありますが、教育委員会といたしましては、大会

運営に係る施設整備省略化、競技種目におけるリハー

サル大会の開催方法や規模の縮減、各会場地で行われ

る開・閉会式の簡素化を図るなど経費の縮減に努め、

規模を縮小してでも開催するべきと考えているところ

であります。 

 次に、新野球場建設の進捗状況についてであります

が、昨日も創政会代表、藤島議員ほかにお答えいたし

ましたとおり、防災機能を備えた野球場としての計画

策定を進めているところであります。 

 最後に震災により被災した各地区の公民館類似施設

の復旧見通しについてお答えをいたします。 

 震災により被災した公民館類似施設は、全壊が久慈

湊中下公民館、大規模半壊が元木沢公民館並びに夏井

駅前大湊公民館の計３館となっております。そのうち

元木沢公民館は、11月に補修工事が完了しております。

また、夏井駅前大湊公民館につきましては、今年度中

の完成を目指しており、全壊した久慈湊中下公民館に

つきましては、来年度の建設工事着工に向けて準備を

進めていると伺っているところであります。 

 教育委員会といたしましては、この３館の建設また

は補修工事に係る経費について支援してまいりたいと

考えております。 

 以上で、新政会代表、中塚佳男議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（八重櫻友夫君）  再質問、関連質問を許しま

す。19番中塚佳男君。 

○19番（中塚佳男君）  それでは、何点か再質問いた

します。 

 まず最初に、生活保護状況にかかわってお伺いいた

します。 

 非常に、担当者もこのことについては苦労している

だろうと思いますけれども、13市のうち久慈市は、生

活保護世帯数、その率、何番目に位置しているのか。

また、自立指導といいますか更生指導といいますか、

どのようになさっているのか。それから、ここ二、三

年、自立した世帯が何世帯あるのかお伺いいたします。 

 ２点目は、林道茅森線の復興について質問いたしま

す。 

 前回の議会で、副市長が、「多額の費用がかかるの

で県代行でお願いしたい」と、そういう旨の答弁があ

りましたが、県代行でお願いする場合の金額、上限が

幾らぐらいであれば県代行になるのか。また、あの線

はもともと県代行で施工した線だと思います。その関

係で、県代行が施工した場所が被害に遭ったから県に

お願いするという意味なのか。その辺の判断といいま

すか、どういうルールになってるのか。このことにつ

いてお伺いします。 

 まず、２点お伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、ただいま

いただきました生活保護に関するご質問に対してお答

えを申し上げます。 

 県内において、市等の中ではどのくらいの位置にあ

るかということでございますが、保護率は国のレベル

よりは低いという状況にはございますが、県内におい

ては依然として高い、市部におきましては４番目のと

ころに位置するところでございます。 

 それから、自立更生に対する対応でございますが、

現在、就労指導員を配置し、できるだけ就労をできる

方々に就労をしていただくことによって自立した生活

を確保していただくことを進めているところでござい

ます。 

 その状況でございますが、平成22年度で申し上げま

すと、生活保護世帯の中の方で13人の方が就労につい

ておりますが、ただ生活保護から抜け出すには至って

おらず、保護が廃止となった方はお二人という状況に
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ございます。23年度で途中でございますが、11月現在

で申し上げますと６人の方が就労についております。

その中で１人は保護を廃止に至ったという状況にござ

います。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  中居山形総合支所長。 

○山形総合支所長（中居正剛君）  林道茅森線にかか

わってのご質問にお答えをいたします。 

 今回、県では国の災害関連緊急治山事業ということ

で、これは採択基準が国道、官公署、病院等の公共施

設、人家10戸以上等に被害を与えると認められるもの

が採択基準ということでございます。 

 それから、採択限度額でございますが、１カ所の復

旧事業費が原則として600万円を超えるものが対象に

なると。そして、事業主体は都道府県、そして補助率

は３分の２というような基準でもって国の採択になっ

たというものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  19番中塚佳男君。 

○19番（中塚佳男君）  それでは、次に、小型船の諏

訪下の係留施設にかかわってお伺いいたします。 

 確かに、私現場に行ってみましたが、矢板を打って

着工をしております。しかしながら、久慈市漁業協同

組合では今回の大津波によりまして、そちらの本復興

に予算を回されるんでないかとそういう心配をしてお

りましたし、また担当者のほうに、そういうことのな

いように強力に予算を横流ししないようにやっていた

だきたいと、そういう要望をしていただきたいと、そ

ういう旨の通知をもらってきておりますが。その心配

がないのかどうか、今までどおり前に予定した工程で

進のかどうかお伺いいたします。 

 次に、市道川又橋場線にかかわってお伺いいたしま

す。 

 先ほども答弁がありましたが、確かに川又橋場線は

中要商店からちょっと行ったとこに、岩を切って幅を

広げている状況でございますが、そこから先、橋を超

えたあたりから非常にカーブがきつい上、山の岩が道

路に覆いかぶさって非常に危険な状態であります。そ

ういう関係で、かなり工事期間もかかると思いますの

で、あそこ大体横倉のお墓のあたりまで約500メー

ター前後あるかなと思いますが、徐々につないでいく

のが前提ではあるかと思いますけれども、中間地点に

交差する場所を先に優先的に広げていただいたほうが

通行する人はいいんでねえかなと思って見ております

が、その辺の考え方もお伺いいたします。 

 次に、除雪対策にかかわってお伺いいたします。 

 今年、今回はこの大津波によりまして、非常に建設

業者が忙しいと。そして、機械のオペレーター、非常

に確保するに苦労しておるようでございます。市のほ

うでも冬場に向けていろいろ対策は講じていると思い

ますが、その点、運転手あるいは小型機械等大丈夫な

のか。特にも山根、山形地区の幹線道路から奥に何百

メーター入ったところの方々は非常に心配しておりま

す。ちょっと雨が降れば土砂が流れて、デイサービス

の車が上がってこないと。週に２回デイサービスに通

うのが楽しみなんだけど、そういうあれがあれば非常

に心配だとそう言っておりましたが、今回のこの震災

で、小型機械あるいはオペレーターの確保が万全であ

るかないかお伺いいたします。 

 以上、お伺いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  私のほうから小

型船係留施設の整備についてお答えをしたいと思いま

す。 

 市長からもお答えしましたとおり、整備については

今のところ順調に進んでいるというふうに振興局のほ

うからお聞きをしているところでございます。 

 計画年度は25年度までということで今進んでおりま

すが、大体24年度でほぼ完成の形があらわれてくると。

場合によっては24年度中にも完成するというようなこ

とも聞いてございます。 

 いずれ、しっかりと目標年度まで完成するよう、私

どもも振興局に対し機会あるごとに要望をしてまいり

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  土木行政にかかわって２点

ご質問いただきました。 

 まず、１点目の川又橋場線の整備にかかわってのご

質問にお答えしたいと思います。 

 確かにこの路線、今市長からもお答えいたしました

とおり、その進捗率は72％にはなってございますが、

かなり、今議員おっしゃられたとおり岩盤地帯ってい

うことで非常に工事に難儀をしているところでありま
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す。今お話の区間のところについては、ここについて

は河川側とそれから山側っていいますか、そちらのほ

うがちょうど保安林になってございまして、その協議

がちょっと中断している部分もありますが、いずれこ

の協議が整い次第進めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

 また、その先のほうについては、筆界未定の部分が

ちょっとございましてですね、工事が進んでいない部

分がございます。 

 されど、議員おっしゃるとおり、一部拡幅をしなが

ら相互の交通ができるように、そういうふうなことも

考えてまいりたいというふうに思っております。 

 それから、除雪体制にかかわってでございますが、

確かに今年度の除雪にかかわっては、非常にオペレー

ターの確保そういったもの等に難儀をしてございます。 

 現在、直営車両で、これは山形も含めてであります

けれども、昨年と同じように25台でもって進めてまい

りたいと。旧久慈市が17台それから旧山形村で８台、

この25台の直営車両で進めてまいりたいと思っており

ますが、そういった中でも、業者からのオペレーター

が７人、これを確保しまして直営で進めてまいりたい

と思っております。 

 あと、業者からの借り上げ車両の関係でありますけ

れども、久慈市内では55台、山形町では17台、合わせ

て72台、これらを含めますと総数台数97台、この車両

でもって今年度除雪をしてまいりたいというふうに思

っております。 

 ただ、しかし昨年はほんとに１月に大雪に見舞われ

たっていうこともございまして、今後の雪の状況にも

よりますが。そして、市民の皆様方からも除雪のあり

方といいますか、ご自分で除雪できる部分のことにつ

いては、いろいろご協力をお願いしてまいりたいとい

うふうに思っておりますし。また、この除雪の出動に

当たっても、降雪量によってなかなか目的とする部分

に到達がおくれるといったこともあろうかと思います。

そういった部分は、皆様のご協力をいただきながら、

努めて除雪に対応してまいりたいというふうに思って

おります。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  それでは、中塚議員の質問に

関連しましてご質問させていただきます。まず、質問

項目の１番目と４番目と14番目の（１）の３点につい

て質問させていただきます。 

 一つ目は、質問項目１番目のアセットマネジメント

の取り組みについてでございます。 

 ご答弁によりますと、データベース化とかいろいろ

行っており進めているようでございます。現在の取り

組み状況が理解できたわけであります。久慈市内の公

共施設におきましては、他の多くの自治体と同様に耐

用年数の更新時期になってきている構築物も多数ある

とのことでございます。中でも、小学校とか公民館そ

してこの庁舎もでありますけれども、多くの市民が毎

日利用いたします大切な公共施設の更新には多額の費

用が必要とされまして、一度の多数の公共施設を更新

することは大変困難でございます。 

 現在、久慈小学校の改築が行われていく中で、給食

センター、市営住宅など段階的に行われておりまして、

当市においてアセットマネジメントを本格導入するま

でもなく財制に見合った相応の更新が行われていると

思っております。 

 しかし、損傷をしやすい構築物、橋梁等でございま

すけれども、通常の施設と違い風雨や雪など自然の力

を四六時中受けている物でございまして、損傷とか劣

化が早く進みます。耐震の調査時に検査済みであると

思いますけれども、お答えのとおり適切な管理運営の

もと長寿命化を図って他の公共施設との更新バランス

を考えていってほしいものであります。 

 久慈独自のアセットマネジメントを考える上で、さ

まざまな構築物の更新が一度にピークを迎えないよう

に平準化するためさまざまな分野のデータを一元化し

て管理しなければならないと思いますけれども、デー

タベース化が進んでいるようです。どの程度のデータ

ベースをどの程度に目指して、現在どこまで進んでい

るのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

 二つ目でございますが、質問項目の４番目の大津波

対策についてでございます。 

 ご答弁いただきました内容でございますが、市にお

いては多岐にわたる防災対策が盛り込まれた計画とな

っていくようでございます。市民の安全を行政として

しっかりとり行っていただきたいものと思っておりま

す。 

 そこで、先ほど来話が出ておりました今後30年で

30％程度の発生確率の地震でございますけれども、こ
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れは、さきの３月11日の地震と同規模の地震の発生確

率ということになります。しかし、地震調査委員会は

この確立だけではなくて、三陸北部沖の別の地震の発

生確率も発表しております。こちらは、30年以内の発

生確率が90％程度ということになっております。地震

の発生するプレートの場所とか方向などさまざまな震

源で確率がいろいろあるようですけれども、要は、こ

の久慈沖でマグニチュードの7.1から7.6の地震が近い

将来、90％、30年ということですけれども、発生する

ぞという確率でございます。 

 この震源域は当市の沖合でございまして、震源域の

中心は100キロ以上離れてはおりますけれども、久慈

に近い側で発生しますとその距離は大体50キロぐらい

ということにもなります。この距離でマグニチュード

7.0以上の地震が発生した場合、揺れは３月11日の地

震をまさるとも劣らないと考えますし、津波に至って

は、発生後数分後には到達するということも考えられ

ます。また、それは夜間に発生するかもしれません。 

 このような中で、県においては海岸堤防の高さを久

慈湾は８メートルに設定いたしました。しかし、ここ

で考えなければいけないのは、この高さは湾口防波堤

との組み合わせで津波による被害を軽減できる高さと

されています。県の資料にも掲載されておりますけど

も、湾口防波堤は被災を受けたものの津波高や到達時

間を低減させる一定の効果があったということになっ

ております。 

 湾口防波堤が完成するまでは、平成40年としますけ

れども、先ほどの30年以内の発生確率が90％程度の地

震の際の津波を、この８メートルの堤防で守れるでし

ょうか。県の想定より被害が大きくなることも考えら

れます。 

 そこで、避難を呼びかける防災関係者、避難する市

民ともに犠牲にならない方法を今後も考えていかなけ

ればならないと思います。ここでは要援護者について

聞きますが、避難方法について、特にも湊地区、元木

沢地区の要援護者になりますけれども、現時点では地

元の消防団が確認している部分もあると思います。し

かし、地元の消防団は、発生しますと水門を閉鎖する、

避難広報をする、避難誘導する等々、短い時間の中で

さまざまなことを１台の車両でしなければなりません。

これを１人要援護者を確認するのにも時間が結構かか

っているというのが現状でございます。そのような際

に、状況での要援護者の確認方法についてお伺いいた

したいと思います。 

 三つ目は、14番目の土木行政についての（１）三陸

北縦貫道路についてでございます。 

 ご答弁によりますと、大まかな、大臣は７年ぐらい

での整備見通しということでお話があったようでござ

います。昨日の一般質問でも取り上げられております

けれども、12月４日に三陸沿岸道路が整備される青森、

岩手、宮城各県の沿岸自治体の首長を迎えまして、当

市におきまして早期完成を求める大きな住民大会が開

催されております。各首長をパネリストにパネルディ

スカッションが行われました。 

 その中で、東日本大震災復興対策本部岩手現地対策

本部長をやられております津川衆議院議員が言われた

言葉に、「二度と津波によって人命をなくさない。そ

のようにしなければならない」っていう話がありまし

た。三陸沿岸道路が整備されただけですべての津波か

ら人命を守れるとは限りませんが、被災した際の防波

堤がわりや支援道路としての人命を守る役割は大変大

きなものがあると思いますし、復興道路としての役割

は物流や観光など地域振興は言うまでもなく、被災に

強いまちづくりとしての命の道であると改めて感じた

ところであります。また、津川本部長は、復興のため

にも人が集まってくるインターチェンジとして、そし

て地域の生活道路として使用してほしいという旨の話

もございました。そのような三陸北縦貫道路のルート

を考える上で、国から示されているおおむね500メー

トル幅での範囲を、どのようなルートに整備してほし

いと市では考えているのかお伺いいたしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  アセットマネジメント、

いわゆる資産管理と申しましょうか、これにつきまし

ての質問にお答え申し上げます。 

 どの程度進んでいるか、現在の進行状況ということ

でございますけれども。 

 現在、今進めておりますのは、市長からご答弁申し

上げましたように、いわゆる基礎データ、データの収

集、それにあわせまして今月の頭には業者からのシス

テムの対案に基づきましてそのデモのデータの、それ

らの画面の構築とか、それとかあとメンテナンスのシ
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ステム化、これらについての打ち合わせをやってると

ころでございます。 

 今後の進行方向といたしまして、これらの基礎デー

タ等の構築を行いましたら、来年度につきましては、

それらのマニュアル化といいますか、それと並行して

補修計画とかそのような各種計画の策定に取り組んで

まいりたいと、そのように考えているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、大津波対

策にかかわって災害時の要援護者の対応をどうするか

ということのご質問をいただきました。 

 災害弱者と言われる高齢者そして障害のある方々、

その方々が迅速に避難できる体制をつくらなければな

らないというのは大きな課題でありますし、今回の東

日本大震災を経てまたさらに重要な解決課題であると

いうふうに認識をしているところでございます。 

 今回の東日本大震災の場合におきましては、各地区

の民生委員の皆さん方におきまして、消防団の皆さん

のお力も借りながらでありますが、３月11日発災と同

時のその活動をしていただき、電話が不通になったと

いう状況もございまして、それぞれ確認はされていた

のでありますが、市としては３月13日の夕刻までにす

べての災害時要援護者台帳登録者の皆さんの安否を確

認をしたところでございます。安否といいましても安

全であったということを確認したところでございます。 

 この取り組みというのは、平成18年の民生委員の90

周年記念事業として全国に広がっているところではあ

りますが、当市におきましては単に台帳に登録をする

と、いわゆる手挙げ方式ということで現在登録をして

いるわけでございますが、その登録をしてその３人の

方の支援者、その中には民生委員それから消防団それ

から地域の方々、今議員ご質問にありましたように、

消防団の方々もたくさんの支援者になっているという

状況にございます。ただ、一たん有事の際はそれぞれ

の役割を果たすということでなかなかに大変であろう

ということから、当市としては町内会と自治会とその

災害時要援護者台帳に登録された皆さんの名簿を共有

し、そして民生委員そして消防団の皆さん以外の地域

の方々でそれぞれ優先順位を決めながら地域ごとの避

難対応をしていただくという取り組みを進めていると

ころでございます。 

 現在、34の町内会、自治会と協定を結んでいるとこ

ろでありまして、30％弱にはなりますが。今後とも、

自主防災組織の設立そして町内会、自治会との協定と

あわせて進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。これにつきましては、22年３月に策定をいたしま

した地域福祉計画というものが当市にございまして、

その中で掲げている地域コミュニティということを掲

げております。つまり、人と人がつながってお互いに

支え合う地域社会をつくろうということでございます。 

 ただ、このことをもってすべての災害に対応できる

かということはちょっと言い切れないところが残念で

はありますが、できるだけ災害弱者と言われる皆さん

の迅速な避難に対応してまいりたいというふうに考え

ておりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  ただいま三陸北縦貫道路に

かかわってそのルート、これにかかわってまちづくり

といいますか、そういった観点でご質問をいただきま

した。 

 昨日もお話ししたわけでありますけれども、今現在

示されているルートというのは、500メートルの幅で

久慈インターチェンジから長内町のトンネル付近を通

って、そして国道45号と旧国道45号、これが分かれる

分岐点といいますか。その周辺を通って、あと野田峠

から北の越付近を通って野田村へ行くと。そういった

ルートで示されているわけであります。それで、大体

このルートで進むのではないかというふうにとらえて

おります。 

 あと、インターチェンジにしてもきのうお話しした

とおり、長内地区と宇部地区に１カ所ずつということ

ではありますけれども。普通インターチェンジは、高

速道路の場合は10キロ程度で一つぐらいできるわけで

ありますが、今回この北縦貫道路については、もう少

し５キロから10キロに１カ所程度ということでおおむ

ね考えられております。そういった点から久慈市内で

は２カ所っていうことになっておりますが。 

 そういったところで、まだインターチェンジのでき

る位置というのは確定されているものではございませ

ん。こういったことから、地形とかそれの周辺の集落

等の形状等によってよりこれから協議される部分では

ありますけれども。 
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 いずれ、私どもとすれば、例えば宇部地区を考えた

場合には、どの辺にインターチェンジを設けてもらえ

ればいいのか。やはり、野田村に近いところよりはも

っと久慈寄りのほうがいいだろうとか、そういった部

分で三陸国道事務所のほうには市としての意向を伝え

てはございますけれども。いずれ、そういった今後設

計をしていく中でどういうふうな位置に設定されるか

というのを今後見据えていきたいというふうに思って

おります。 

 それから、昨日もお話を申し上げましたけれども、

その久慈インターチェンジと接続する部分、これは長

内地区になるわけでありますけれども。この部分が高

架でいくのかあるいは盛り土構造でいくのか、これに

よってもそのまちそのものが大きく変わってくるとい

うふうにとらえております。 

 それで、どういった設計構造になってくるか、これ

については三陸国道事務所のほうでは数例のものを設

計いたしまして、あとで提示いただけることにはなっ

ておりますけれども。そういった設計のあり方等々今

後見据えながら、どういったまちづくりにしていって

いただければいいのか、また市としてどういうふうに

あればいいのか。その辺を考えてまいりたいというふ

うにとらえております。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ４番上山昭彦君。 

○４番（上山昭彦君）  ありがとうございました。 

 アセットマネジメントについては、今後も独自のシ

ステムを進めてデータベース化を進めていってほしい

と思います。時間がないので、三陸北縦貫道路のほう

を少し聞かせていただきますが。 

 昨日の市長の答弁にもありましたけれども、後方支

援拠点としての支援設備や防災機能を併せ持った運動

施設を防災公園として整備したいと考え検討している

ということでございました。新野球場の場所がどこに

なるかまだわかりませんけれども、後方支援拠点とし

ての運動公園をお考えなのであれば、三陸北縦貫道路

の長内町に予定されている出入口からのアクセスを考

えた場所としてほしいものだとも考えますが、その辺

をお伺いしたいと思います。 

 もう一つ、三陸北縦貫道路を示されたおおむねの

ルートを見ますと、平沢を通るようになっております。

ここは多くの遺跡が残っているところでもありますが、

ここを通すとなると調査をしなければならないのでは

ないかと思いますが、整備期間に間に合うように調査

はできるのかお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  ただいまの防災公園のお話

もございました。 

 確かに、この三陸北縦貫道を利用してのそういった

整備というものも一つの案であるというふうにとらえ

ております。いずれ、これまでも後方支援ということ

では、久慈市では、今後その後方支援に向けての体制

を組んでいくということで明言しているわけでありま

すので、そういったことも視野に三陸国道事務所のほ

うと調整してまいりたいというふうに思っております。 

 それから、平沢遺跡にかかわってでありますが、こ

の地点についてはトンネルで抜ける方法あるいは開削

でいく方法、山を切るというふうな形、そのどちらの

方向でなるかまだはっきりしておりません。ただ、遺

跡等にもしルートが当たって開削しなければならない

ということになれば、当然そういった文化財の調査、

これが入ってくるというふうに思っております。ただ、

これは平沢地区だけじゃなくて、今後進めていくこの

高規格道路の工事に当たっては、どこの沿線にもそう

いったところがあり得ることでありまして、これにつ

いては国のほうでもそういった調査には万全を期した

いというふうなことを伺ってございます。私どもにつ

いても、そういったことが出てくれば教育委員会とも

連携しながらその調査に当たっていきたいというふう

に考えております。 

 以上であります。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  中塚議員の一般質問に関連い

たしまして、何点か質問させていただきます。 

 まず、第一に質問項目９、漁業振興についての

（１）久喜地区の漁場整備についてですが。 

 現在、製作されたブロック等が製作ヤードに仮置き

してございます。既に整備してありますブロック等に

はアワビの生息が数多く確認され、効果は上々のよう

でございます。３・11の震災による影響で延び延びと

なっているとは思いますが、当初の計画どおり久喜東

漁場の整備を進めて水産物供給の安定化を図るべきと

思うところでございます。このことについて県に対し
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積極的に働きかけていくべきと思いますが、考えをお

伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  ただいまの漁場整備に

かかわって県に積極的に働きかけよということでござ

いました。 

 ほんとに、漁場整備というのはつくり育てる漁業の

推進にとってほんとに有効とそのように思ってござい

ますので、積極的に働きかけ、対応をしてまいりたい

と思ってございます。 

 それで、ただいま久喜漁港内にブロックが製作した

物があるという議員のお話でございました。これは、

24年度に予算の確保の上ある物を投入していくとその

ように県北振興局水産部から伺っているところでござ

います。 

 また、震災におきまして久喜漁港内の被害額が20億

を超えてございます。まず、これから早急に復興して

まいりたいと、そのように県のほうから伺っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  これから、ブロック等が仮置

きしてある場所の近くで災害復旧の工事が始まるわけ

でございますので、復旧工事がスムーズに行われるよ

うにすべきと思いますが、この点についてはどのよう

な考えをお持ちでしょうか。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  まさに災害復旧に対し

てはそのとおりということでございまして、今県では

補助災害の申請を行っておりまして、予算は今年度つ

くものと考えておりますが、実際は工事は24年度事業

に繰り越して、そのような工程で進むものととらえて

いるところでございます。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  次に、質問項目９、（３）の

つくり育てる漁業の推進についてでございますが。 

 つくり育てる漁業の推進には、まず種苗水産が第一

と考えます。昨日からの再三にわたってのご答弁で大

方のことはご理解しております。 

 水産復興マスタープランでは、５年をめどに被災前

の生産水準への回復を目指すとありますが、ウニにつ

きましては種市の事業所でどうにか種苗生産の目途が

ついたようでございます。問題は、アワビの稚貝水産

でございます。稚種、稚貝の放流なくしてつくり育て

る漁業は成り立たないと思いますので、県内種苗生産

施設への一日でも早い完全復旧を国、県に対し強く要

望すべきと思います。磯根漁業で生計を立てている皆

様が希望を持てるご答弁をお聞かせください。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  まさに、アワビの資源

確保は、磯根漁業を推進する市の立場としても大事な

課題であるとそのように思ってございます。 

 それで、市長からも答弁を申し上げましたとおり、

今久慈管内の稚貝放流の施設は被災をこうむって、平

成25年からでなければ放流再開できない状況にござい

ます。それで、私個人の考えでございましたけども、

それならば県外に求めてもいいのではないかと久慈市

漁業協同組合に提案したこともありましたが、いずれ

病気の発生等を考えるならばそれはできないと、その

ような回答を得ているところでございます。 

 そして、ただ手をこまねいていないで、いずれ議員

おっしゃったとおり国、県にこの稚貝の確保をどうい

った形でできるか要望してまいらなければならないと

思っているところでございます。 

 ただ一点申し上げたいことがございますけども、本

年行った夏のカキ採捕の状況また11月からのアワビの

水揚げ状況を見るにつけ、そのアワビの入荷数の状況

とか、あと天然物、放流物の割合等があるわけでござ

いまして、それを現在検証してございます。アワビの

水揚げは12月まで続くわけでございます。これらを綿

密にデータをとりながら、そして専門家と協議しなが

らいずれ24年以降のアワビの資源確保に向けて努力し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  次に、質問項目11、湾口防波

堤の早期完成についてでございますが。 

 湾口防波堤の整備は昨年度末で整備延長が24％にと

どまっているようでございますが、この事業は、津波

から尊い人命と財産を守る目的で着工なされたと理解

をいたしております。 

 過日、県からお示しいただきました河川堤防及び防

潮堤の高さが決して満足する高さにならなかったと感
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じております。 

 いつまた来るのかわからない津波でございます。こ

のことから考えましても、当然、湾口防波堤の整備の

スピードアップが必要であります。災害に強いまちづ

くりそしてまた防災のためにも、今後におかれまして

もなお一層粘り強く、早期完成に向け県に強く要望し

ていくべきと思いますが、考えをお伺いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  湾口防波堤についてのお尋ね

であります。 

 私も議員と同様に一日も早い完成を願っております。

そうした中で、実は、釜石、大船渡等の湾口防波堤、

これについては既に完成していたものが津波によって

崩れ去ったと。したがって、これは復旧事業で行うこ

とができるということで国からの支援といったものが

手厚い状況でなされるということであります。国直轄

事業には、それぞれの自治体に対して負担が求められ

るのは制度仕組みであるわけであります。したがって、

災害復旧で行うということになれば地元の負担も少な

くて済むということにもなりますけれども。同時に、

一方逆に言えば、今現在進めているこの直轄事業に対

しては負担は求められるということで、応急普及事業

適用外であったわけであります。そんなことの中で、

実は国交省からよく言われていたのは、我々とすれば、

国交省とすれば、これまでの予算措置ではなくてかな

り大幅な増額をした予算措置をしたいと思っているの

だけれども、県が負担に耐えられるかと。こういった

課題も確かにあったわけであります。 

 したがって、私どもは県と一緒になりまして、この

県の負担分について極力ゼロ近い状態にしていただく

ように要請を続けているところであります。その結果

については、方向性はややその方向性に沿って県の負

担が実質なくなるようなところにまで議論は詰まって

はきておりますが、まだ確定したものではございませ

ん。したがって、そういったさまざまな背景もござい

ますので、議会とともどもに県、国等に対して強く要

請を続けて、前倒し完成を目指してまいりたいとこの

ように考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ５番泉川博明君。 

○５番（泉川博明君）  東日本大震災後は、本格的な

工事は見受けられなかったと感じております。もしか

すると完成年度が延びるのではないかと心配しており

ますが、このことについてはどのようなとらえ方をし

ておるのかお聞かせください。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  先ほども申し上げた背景がご

ざいまして、したがって、現時点では完成目標年度の

平成40年度に間に合うかどうか非常に懸念されるとこ

ろであります。 

 ただ、しかし大船渡あるいは釜石の湾口防波堤につ

いては、岩手県知事はおおむね５年を目途に復旧させ

るんだとこのような発言をされているわけであります。 

 だだ、しかし一方、この久慈港の湾口防波堤あるい

は宮古の竜神崎という防潮堤あるわけでありますが、

これらについてはまだ明言されていない状況でありま

す。 

 震災のあるいは津波被害の影響によって工事がおく

れているということではなくて、むしろそちらの制度

設計がまだまだ確定していないという状況であります。

逆に言えば制度設計がまだ確定していない時期に、今

の時期までに我々として前倒し完成ができるような制

度をつくっていただきたいと。先ほど申し上げた、例

えば県の負担を極力ゼロに近づけていただきたいと、

このような提言をしながら前倒し完成につながるよう

な要請、提言を含めて行ってまいりたいとこのように

考えております。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  それでは、中塚議員の質問

に関連いたしまして何点か質問させていただきますが。 

 生活保護の状況についてにかかわってですが、先ほ

どの答弁を聞いておりますと、今年度というか22年度

のこれは集計だと思うですが、382世帯ということで

答弁がございましたが。 

 前にも、生活保護のことについて私も質問したこと

がございますが、１回支給いただきますと、私はこう

いう話は余りしたくはないんですが、永久的にと言え

ばこれは語弊になるんでしょうが、大半の方がもう一

度もらうと生きているうち支給されると。そういう形

に実質はなってると思うんですが。そして、最高、こ

の生活保護に頼って生活して何年生活したのか。そし

て、その支給額というのは幾らになるのか。私はその

辺のところもちょっとお尋ねしてみたいなとそういう

思いに駆られましたので、まずはこの辺から答弁のほ
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どをお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、先ほどの

生活保護ということの中でのご答弁にかかる質問でご

ざいますが。 

 一つは、生活保護世帯が10月末現在で342世帯でご

ざいます。よろしくお願いいたします。それで、その

生活保護になった方は、１回申請をし、それが認定さ

れると永久になるのではないかというようなお話でご

ざいますが、基本的に原則としてそういうことはござ

いません。 

 生活保護に至る状況っていうものはさまざまなもの

がございます。例えば、職を失うことによって当面の

生活に窮するというような状況もございますし、また

は病気によって治療費等の云々かんぬんというような

さまざまな要因がございます。 

 そして、私どものほうでは、それらの状況をケース

ワーカーがそれぞれ聞き取って、そして査察がおりま

してそこの中で審査をし、そして福祉事務所長の決済

の中において生活保護者を認定していくということに

なるわけでございますが。 

 その後も、それぞれケースによってでございますが、

月に１回または３カ月に１回というような形で、それ

ぞれ生活保護者の皆さんに家を訪ねたりまたは来てい

ただくなりして対応をし、その状況を把握していくと

いうことでございます。 

 その中において、生活保護に至る状況がなくなって

しまえば廃止ということになるわけでございます。 

 確かに、今おっしゃたように、木ノ下議員がおっし

ゃられた１回受けて、例えば死ぬまで受けていたとい

う例がなかったということではございません。確かに、

それはあるかと思いますし、その方が幾らであったか

というのはちょっとかなりさかのぼってしまうので、

その年数とか金額についてはご勘弁をお願いしたいと

思いますが。 

 いずれにいたしましても、私どもとすれば先ほど申

し上げましたように、生活保護に至ってしまう理由は

それぞれあるわけでございますが、その後におきまし

て、生活保護から抜け出していただくような状況をつ

くっていくということで、就労支援等を行いながらや

っているところでございます。 

 ですから、先ほどの人数の中であれば、例えば22年

であれば13人というようなことで就労についておりま

すが、そういう方々は全額生活保護で生活をしている

ということではなくて、就労支援をすることによって

生活保護になってはいるが働いている。そして、その

額は収入認定をされて、差額になる、いわゆる基準額

の部分の必要な額をもらうというような状況がござい

ます。 

 今後とも、私どもは稼働年齢層、20から64と言われ

る、65から高齢者になるわけですが、その稼働年齢層

という方々の生活保護がふえていると。我が国におい

ては急増していると、全体的なレベルではそういうふ

うに言われておりますが、当市においてはそんなに多

い状況ではございません。 

 当市の実態は、高齢者の方それから病気、病気の中

では精神障害というような状況等、いわゆる働く状況

ができない方それから精神障害によって働く場を得れ

ない、働けないという状況の方が大方でありまして、

稼働年齢層における生活保護の受給というのは全国で

話題になってるほど多いわけではございません。 

 ただ、私どもが職務としておりますように、生活保

護の必要な部分については認定をし支給をするわけで

ございますが、生活保護から脱却していただき自立で

きるように今後とも進めてまいりたいというふうに考

えておりますので、ご理解をお願いします。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  答弁が長過ぎて私の言う時

間がなくなりますので。 

 実際ですね、こういった生活保護の支給、この生活

保護を支給すること自体を私は悪いと言ってるわけで

はないんです。当然そういう生活保護を受けなければ

生活できない方があることは当然でしょう。これは認

めます。ただ、その実態が、１回支給されてずっと生

活保護を受けてる方があることは事実なわけですから、

そういった生活保護の支給額が、いわゆる久慈市の最

低賃金が設定されてるわけですが、それより生活保護

が高いわけです、支給額のほうが。これは、だれしも

が、大抵の方が知ってるわけですが。生活保護の支給

を受けると、実際働きたくなくなるわけです。だって

楽してもらうんですから。それを、私の言い方が悪い

かもしれませんけれども。そのギャップがすごく、私

らは。私は、今現在はこの議場に来ればこうやって背

広着てるわけですが、実際に泥だらけになって外に出
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れば働いているわけですから。そういう我々の目から

見ると、不思議で不思議でしょうがないんです。何で、

こういう生活がこの方々ができるのかなと。そういう

生活をしてる方が、久慈市の市民の生活保護を受けて

る方に見受けられるわけです。 

 あんまり長く私がやってると、次の質問できなくな

りますので、一たんこれはこれで打ち切りますけれど

も。 

 それで、次の安愚楽牧場は、これは実態をよくとら

えていないということですので、これは残念ながら質

問から除外させていただきますが。 

 木材価格について、先ほどの答弁をお聞きいたしま

すと、アカマツのブランド化ということでございます

けれども、そういう答弁がございましたが。 

 実際、じゃあ、このアカマツが、今日本国内の中で

どういう状況にあるのか、実際ほんとに把握してるの

かどうか。これもお尋ねしてみたいなとそのように思

います。本当にアカマツの今状況をとらえているなら

ば、こんなこと言ってるような状況じゃないなと私は

思いますけれども。 

 それと同時に、今この地域が、円高による影響にお

いて、例えば雑木とかそういうアカマツ等、スギのパ

ルプ材等でもそうなんですが、大半が八戸の三菱製紙、

あとは同じ三菱であります北上工場のほうに大半が出

荷されているわけですが、大半は。その北上の三菱製

紙の国産材を使用している三菱が経営状況がよくない。

非常によくないんです。そういった状況等を本当に当

局のほうで、第１産業を掲げる我が久慈市が、これを、

状況を把握してるのかどうか。ご答弁をお願いいたし

ます。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  国産材、木材価格の低迷っ

ていうことでありますので、私から答弁申し上げます

が。 

 市長からも答弁申し上げてますとおり、円高によっ

て安い外国材が入って既に木材関係業者を圧迫してる

っていうことは承知しているところであります。 

 また一方では、震災にかかわって日本の、特にベニ

ア等の製造している工場、これ日本の３割っていうこ

とを言われておりますけれども、宮城、岩手県６工場

が被災を受けたわけでありまして、そのかかわりの中

で、非常に、いわゆる木材の工場に対する出荷が滞っ

てるっていう現状もあります。 

 また一方では、今議員がお話をしたように、いわゆ

るパルプの関係の、八戸もそうでありますが、北上そ

して震災で被害を受けた石巻でしたか、製紙工場等も

被災を受け、非常に、今操業がかなり落ち込んでいる

っていうふうなこと。そして、そういう中にあってチ

ップ等の出荷もかなり落ち込んでるっていうふうなそ

ういうふうな状況があります。これは、ほんとに市と

いたしましても深刻に受けとめているところでありま

す。 

 一方では、いずれ今後アカマツのブランド化ってい

うふうなことも推進をしなければなりませんし、地元

産材の公共事業に対する活用っていうことについても、

これは鋭意、市として推進をしていかなければならな

いというふうに思っているところであります。 

 また一方では、今再生エネルギーを主として進めて

いくっていうふうなこと等から木質バイオマスのいわ

ゆる発電っていうことについても、これは前向きに取

り組んでいくっていうことが必要になってきます。い

ずれ、この木材の需要が低下することによって、いわ

ゆる山の荒廃が進んでいく。また、そして経営者の問

題それからいわゆる雇用の問題とも大きく拡大をして

いくわけでありますので、その分についても受けとめ

ながらいろいろな方策を今後各関係団体等と密接に連

携をし、情報を共有し推進していかなければならない

というふうに思っておりますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  ６番木ノ下祐治君。 

○６番（木ノ下祐治君）  それなりには把握はしてる

ようではございますけれども、先ほど、今副市長さん

のほうから答弁がございましたが、確かに、30％国内

で生産をしておりますホクヨープライウッド、石巻合

板、宮古、大船渡と、大船渡はこないだ新聞に載りま

したので、これは工場廃止となりましたけれども。

127名でしたか雇用人数が、そういう工場が一つ閉鎖

することになれば、それこそそこの地域での疲弊がま

た始まるということでございますので、これは大変な

問題になってきます。 

 それと同時、今木質バイオマスの話等がございまし

たけれども、今岩手県のアカマツの需要、これが大変

なことになっております。アカマツの県有林関係は特
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にそうなんですが、その伐期に入ってるわけですが、

戦後植林して五十数年と早い部分ではそうなんですが、

もう60年もなりますが、早い部分では。そういった山

の契約年数が切れても伐採できないとそういう状況が

続いてるということで、木質バイオマス発電等の話が

出てきましたので。これは、ちょっと前あたりからこ

の話が、震災以降といいますかこの話が盛り上がって

きたわけですが。そういった新たな分野をぜひとも開

発していただきたい。そういう思いもありまして、あ

えてこういう問題を取り上げさせていただきますので、

再度答弁をお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  議員おっしゃるとおり、こ

の木材にかかわっては、従来の取り組みっていうこと

じゃなくてやはり新たな視点による取り組みっていう

ことが実に必要だというふうに思ってます。 

 ただいまお話し申し上げましたが、木質バイオマス

等もそうでありますけれども、一方では今回の震災に

かかわって停電が発生をしていろいろ市民生活困窮し

たわけであります。聞くところによりますと、市内に

おいてもいわゆる薪ストーブが非常に普及をしてきて

るというふうな状況も聞いております。 

 こういう小さいような感じでありますけれども、そ

ういうふうな薪ストーブの普及することによって間伐

材の利用につなげていくっていうふうな、こういうふ

うな取り組みもこれからはやはり必要だなというふう

に思っておりますので、いろいろな角度からこの木材

の活用については推進していきたいというふうに思っ

ておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  中塚議員の質問に関連して、

何点か質問させていただきます。 

 災害時の非常用物資、分散しながら非常用に備える

ということで答弁いただきましたけれども、もちろん

それはだれが考えても当たり前のことですし、個人的

にも私もそう思います。 

 ただ、それはそれとしながらもきちっとした形で分

散しておかないと、どこに置いてもただ単にいいんだ

よという形じゃないと思います、もちろん。公民館が

あるから公民館にただ置きましょうとか、どっか公共

施設があるからただ単にそこに置きましょうじゃなく

て、もうちょっと具体的にどういうふうな形での分散

型っていうか、置いていくのか、備蓄していくのかお

聞かせください。 

 あとは、生活保護、今もいろいろありましたし、私

も何回か質問させていただいておりますし、人数的な

部分、世帯数とか今聞きました。高齢化の方々がふえ

てるというふうなのも今やりとりの中で出てきてます

けども。高齢化の方々が生活保護を受けているという

ことは、核家族化がそれだけ進んでるというふうな部

分なのかなというふうにとらえます。もちろん、高齢

化の方々だって子供さん方はいらっしゃるはずです、

多分。全くなくて生活保護受けてるわけでは、私はな

いと思いますけれども。 

 同じ市民の税金を使いながら、きちっとした形で有

効利用するというのが同じ市民としての立場だという

ふうに思いますし、行政としての役割じゃないかなと

いうふうに思います。やはりそういった部分を考えま

すと、もちろん高齢者の方々困ってる人たちは大事で

す。ただ、大事なんですけども、もっと聞く場所をっ

ていうかな、その高齢者の方のお子さんとか孫さんが

いるかどうか。そういった方々から支援を受けてるか

どうかっていうこともきちっと把握してやっていかな

いと、ますます財政的な負担が、私はふえてくるなと

いうふうに思いますので、その考えをお聞かせくださ

い。 

 あと、漁業振興について、これは３点挙げてますけ

ども、その３点じゃなくて全体的な話として。 

 今回の震災を受けて私つくづくそう思って見てるの

が、今の状況のままでいえば漁業者がなくなってしま

うのかなというふうに危惧されます。もちろん、つく

り育てながら、稚貝放流しながら、もちろん二、三年

後見据えながらやるっていうのはもちろんでございま

すけど、ただ魅力がほんとに漁業としてあるかどうか、

こういった部分が今後大事なのかなというふうに思わ

れます。 

 特に、もうこれだけ大きな被害を受けたということ

で、もう漁業者はやめるというふうに言ってる人たち

もいるという実態を踏まえれば、海に面しているこの

久慈市の第１次産業をどうやっていったらいいのかな

ということを真剣にこれから考えていかないと、ただ

単にこれだけの設備しました、やってくださいって、

ほんとにやりますかどうか。そういうことをもうちょ
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っと真剣に考えていかないと。私自身は、最終的に

我々市民も困りますし、もちろん全体的に県民も困っ

てしまうのかなというふうに思います。やはりそうい

った部分を考慮していただきながら、この漁業振興、

つくり育てる部分のもっと積極的なもうちょっと幅を

設けた考え方っていうか、そういうふうな基本姿勢を

お聞かせください。 

 あとは、地場企業への助成支援についてです。 

 一定の役割っていうか、そういった部分は行政でや

ってるというのは私自身も知ってますしわかっており

ます。ただ、そうはいいながらも、これも前にお話し

したとおり誘致企業が経済的に悪くなってしまえば去

ってしまいます、あっさりと。ところが、地元に残っ

てる企業、地場の企業っていうのは逃げれません、ど

こにも。やはりそういったことを考えれば、いかに地

場の地元の企業を大事にするかということが雇用の拡

大の場にもつながりますし、将来的な子供たちの育成

にもつながってきます。 

 こういうふうなことをきちっと前提として考えなけ

れば、ただ単にこれだけをやってます、これだけやっ

てますっていっても、それが継続的にほんとにできる

かどうか、助成的な部分が。だから、いかに地元の企

業を盛り上げることができるかどうかという金銭面も

もちろんなんですけれど、もうちょっとソフト面の部

分でも考えて行く必要があるのかなというふうに思い

ますけども、その辺について答弁をお願いします。 

 あとは、教育委員会のほうで国体の開催についてで

す。 

 きのうからいろいろ出ておりますし、答弁の中でも

防災施設を兼ねながら野球場はつくりたいということ

ですけども。３月以降の答弁聞いてますと、国体に別

に間に合わなくてもいいのかなっていう発想で聞こえ

てしまいます。 

 当初は、国体に向けて新しい球場、こういうふうな

形がいいああいうふうな形がいいということでビジョ

ンつくってきたと思いますけれども、どうも震災以降

その辺がちょっと後退したのかというふうな答弁に感

じられます。もちろん、防災施設を兼ねながらという

のはいいことですし、もちろんそういった部分ではこ

れから非常に大事な部分だというふうには思いますけ

れども。いかに国体に向けて経費をかけないようにと

いう形はもちろんなんですけれども。 

 ただ、いずれにしても今の球場ではもうだめだとい

うことをわかりつつ新しい球場をつくりますんで、多

目的な利用方法をもっと取り入れながら、防災ももち

ろんそうだんですけれども、多目的な施設でいろんな

競技もできながら年じゅう通して使えるような施設と

いうのをもうちょっと前面に出しながら計画して、な

おかつ国体に間に合うような形で計画したほうが私は

いいと思いますけども、その辺再度お聞かせください。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  非常用物資についてお答

えしたいと思います。 

 主な備品としまして、現在、食料につきましては約

１万1,000食、それから毛布等は3,000枚とか備蓄して

おります。 

 それで、現実的に意見交換会等におきまして、例え

ば湊地区等におきましては、せめて毛布だけでも公民

館に置いてくれないかとかいろんなことがございまし

た。 

 それで、具体例について一つ申し上げますけども、

私ども今考えてますのは、いずれ今回電気、電気が一

番ちょっと必要だったと思ってます。それで、今は現

在持ってるのが、小型発電機を私どもで今23台備蓄し

てるんですが。これについて、来年度に向けて、もっ

といずれいろんな手段使って台数ふやしたいなとは思

ってます。それで、各関係方面等にもちょっといろい

ろ運動してるんですけれども、それはそれといたしま

して。 

 例えば、公民館等に発電機を置いた場合、中平議員

もご承知のとおり、単純に発電機を置いたからといっ

ても置いただけではどうにもなりません。それで、そ

れじゃまず操作をはじめとして、油をどうするかと。

そうすると、その油についてもおんなじ公民館に、人

のいないところに置いていいのかとか。それから、発

電機はやはり１年に何回か回してみないとこれはもう

意味ないもんですから、いずれメンテナンスをどうし

ていくかと。そういうふうなことから、いずれこれは

各消防団等とかいろいろな意見を交換しまして、いず

れ発電機そのものは重たいですから、それについては

いずれ避難所等にとりあえず置かしていただいて、そ

してそれに係る携行缶とかメンテナンス、これについ

てのどうするかということを今いろいろと内部で協議
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しているような状況でございます。 

 いずれ、分散配置してずっと置けるものは幾分分散

して置きたい。それから、物によってはやはりそれな

りのメンテナンス態勢をとっていきたいとそのように

考えているところです。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、生活保護

に関連してお答えを申し上げます。 

 実態といたしましては、先ほど市長のほうから答弁

申し上げましたように、47.4％という高齢者のみの世

帯がいるというのは実態でございます。ただ、私ども

も申請をいただいた時点におきまして、民法にござい

ます扶養義務があるわけでございますので、お子さん

の皆さん方にそれぞれ照会をしお願いをし、その扶養

を求めている。または精神的なまたは金銭的なという

ことで、一部でもできないかということで求めている

ところでございます。それらの部分を審査しながら、

どうしても生保に至らなければならないという状況に

なってしまった方々について、認定をし支給している

ということでございます。 

 また、そしてなったけれどもそのままでいいのでは

ないっていう、先ほどもお答え申し上げましたように

就労支援もしながらやっておりますが、今後も引き続

きそれについては継続してやっていきたいというふう

に思っております。 

 ただ、一言で申し上げますと、先ほど中平議員がお

っしゃったように市民の中の不公平感といいますか公

平感がないっていうような状況っていうのも、私ども

のに寄せられる電話の中では確かにあるところではご

ざいますが。それにつきましても、私どもとすれば基

準の中できちんと定められた内容によって生活保護を

認定しその支給をしているということでございます。 

 確かに、国の中においてはそういう状況が多いとい

うことから、現在働くことができる受給者の自立と就

労支援を確立するんだということ。それから、または

子供の貧困連鎖。確かに、親が生活保護世帯の中で育

っていて、そしてその子供さんが生活保護になるとい

うケースもございます。そういうのが一般的に多いと

いうことから、子供の貧困連鎖の防止というようなこ

とがございます。そこによって、学習支援をしたりし

てそこから抜け出すような政策をしようというふうな

ことでございます。あとは、不正受給とか基準の検証

ということが今国において進められているところでは

ございます。 

 私どもとすれば、いずれにしましても今後とも厳格

な審査の上に認定をし、そして基準に基づいて支給を

し、市民の中にご理解をいただけるその不公平感のな

い生活保護の実態をつくっていきたいというふうに思

っておりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（八重櫻友夫君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  漁業者の確保対策につ

いてのご質問にお答えいたしたいと思います。 

 震災直後、私も現場に出向いて漁業者のお話を数多

く承りました。その際、漁業者の意欲は大変高くほん

とにうれしく思った次第でございます。 

 そこで、今後の漁業者の担い手育成確保に向けてで

はございますけども、やはり何といっても個々の漁業

者が収益が上がるとそして利益の上がると、そういう

ことが大事なんだろうと思います。市といたしまして

は、そのような漁業形態をつくり上げていかなければ

ならないそのように考えます。 

 その漁業形態と申しますのは、やはり今掲げて推進

しているつくり育てる漁業そのものにあるんだろうと

思っておりますが、新たな形態のあり方とかそれに伴

う施設整備が重要と考えてございます。将来的には湾

口防波堤完成を見据えて、その堤内にできあがる静穏

度を活用して漁業振興を進めてまいりたいと考えてお

りますし、現在検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  私のほうから、

地場企業に対して金銭面だけでなくソフト面など総合

的な支援をやっていくべきではないかというお尋ねで

ございましたが。 

 私ども産業開発担当といたしまして、日ごろからま

ずいろいろと外に出て、社長さん等々いろんな話し合

い持たせていただいて、定期的に企業訪問してござい

ます。それで、もし課題があればお聞きをしてどうし

たら解決できるのかといったあたりをよく相談をさせ

ていただいて、場合によっては産学官連携ということ

で岩手大学に当職員を派遣しておりまして、もう既に

３代目になりまして、非常に岩手大学と久慈市は強い

関係を持っておりまして、そういったことで技術など
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大学の技術を利用しなければならないものについては

そちらの大学の先生を紹介するといったあたりで、商

品開発などに結びつけた例もございます。 

 あるいは、制度的な面につきましては、関係機関、

例えば産業振興センターあるいは技術面では工業技術

センターなどについても紹介を申し上げながらいろい

ろと企業さんがお困りの点についてつないでいるとい

うようなことでやってございます。 

 いずれ金銭面だけでなく私もしっかりと各企業から

課題を把握して、それに対してできる限りの相談に乗

っていっておりますので、もしそういった状況があり

ましたらご遠慮なく産業開発担当のほうに申し出いた

だければ、必要に応じてご支援をしてまいりたいと思

ってございます。よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  それでは、新野球場につい

てのお答えを申し上げますが。 

 議員おっしゃられました、何か国体に間に合わせる

ということについてのトーンダウンしたんじゃないか

ということでございますが、これは当初の建設の際の

計画、これまでご説明してまいりましたが、これは国

体ありきで建設するというふうなものではなくて、現

在の野球場そのものが仮設であると。いわゆる平成26

年度まで許可を得てあの場所に仮設の球場であるとい

ったようなこと。それをどうしてもスポーツ振興上本

設の野球場を建設したいっていうのが主なる趣旨なわ

けでございまして。それを建設するに当たっては、で

きる限り2016年に開催内々定をしている岩手国体に間

に合うように建設していきたいものだというふうなこ

とでお答えをしてきたものでございます。 

 その野球場の建設については、そういったことで現

在もその気持ち、考え方については、きのうもご答弁

申し上げましたが変わってございません。ただ、これ

までもお答え申し上げましたが、今度の大震災によっ

てまず行われなければならない市の事業、これらにつ

いて市全体の事業の中でさまざまな面で検討を加えた

場合に、まずはこの災害復旧復興、これは市民の生活

に直結した事業がまず優先されるものだろうと。実際

にそういった事業の調整がなされてきてるというふう

な面があるわけでございます。 

 それで、きのうお答え申し上げましたように、そう

した中でも防災機能を備えた施設として整備を図るこ

とによって、これがより早期に実現できるというふう

な方法というふうに考えられるんではないかといった

ようなことから、現在防災機能を備えた施設としての

建設の策定計画を進めておるわけでございます。これ

については、いずれ早期建設の実現ということについ

ては、今でも考えてございまして、鋭意それには努め

てまいりたいというふうに考えてございます。さっき

申し上げましたように、まずはこの防災施設としての

位置づけが認められるように全力をもって当たってい

きたいということでございますので、どうぞご理解賜

りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  12番中平浩志君。 

○12番（中平浩志君）  再度、質問させていただきま

す。 

 今の国体に向けての球場、防災施設を兼ねての、早

急にっていう考えですよね。優先すれば防災のほうが

優先になりますから、防災施設を兼ねながらの市営球

場っていう形になりますので、何も国体に向けてじゃ

なくてもある程度早目にできるっていうニュアンスの

答弁っていうのは、私の感覚はそういうふうに受け取

りましたので、早期に完成さしていただきますように

お願いはしたいなというふうに思います。期待はして

おります。 

 それと、あと全体的な国体の開催についてなんです

けども、柔道のまちづくりということで、国体競技、

柔道競技が市民体育館で行われます。それに向けて、

前々から話をしてるとおり強化、ほんとの意味での。

強化のやり方っていうのが今でもある程度やっており

ますし、またさらにこれから充実していかないともう

ほんとに目の前に迫っておりますので、柔道の強化的

な部分での何か取り組み等があれば、考えがあればお

聞かせください。 

 以上です。 

○議長（八重櫻友夫君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  それでは、またのご質問に

お答え申し上げますが、繰り返しになって恐縮でござ

います。 

 私の本意とするところはご承知いただいてるものだ

というふうに思いますが、まずは先ほど申し上げまし

たように防災施設としての位置づけ、これについてい
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ずれほんとに大事なことだというふうな認識で進めて

まいります。その後に、出てまいります事務事業と申

しますのは、結局は詳細な用地の調査であるとか測量

であるとかあるいは用地の取得であるとか造成だとか、

そしていよいよ建設ということになっていくわけです

が。その間にもまたさまざまな手続、協議等が必要と

なってくるといったようなことを考えますと、決して

2016年までの期間っていうのは余り多くはないという

ふうにも考えております。そうしますと、なかなか

2016年、それには厳しいものがあるのかなというふう

なところも私の心にはあるわけですけども。ただ、私

はいずれ国体開催までに何とかこぎつけられるように

最大限の努力を払ってまいりたいというふうに思って

おります。 

 それから、柔道の強化についてのことでございます

が、これまでも中学校、高校それぞれ、高校にあって

は久慈高校が指定校になってございますから、そうい

ったところでの強化しての役割を果たしていただくわ

けでございます。今の小学校５年生がそのときには高

校生になっているでしょうか。そういったことで、こ

れからは、これは予算伴う話でございますから、なか

なかそれが現実的にどうなるのかは今後いろいろと財

政当局のほうとも協議をしてまいりお願いをしていか

なきゃいけないと思ってますが。例えば、全国大会そ

ういったところへの選手が出場する。要するに、地区

予選等を経ないで直接エントリーできるっていうふう

な大会等もあるようでございますから、そういったと

ころへの参加等、個々の選手方が、子供たちあるいは

選手がそういった場面がもし出てきたとすれば、そう

いったところへの対応っていうのも一つの方法かとい

うふうに考えてるところがございますが。これは、今

後また改めてこの国体等はっきりした時点で詰めてま

いりたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（八重櫻友夫君）  この際、昼食のため休憩い

たします。再開は午後１時といたします。 

    午前11時57分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時00分   再開   

○副議長（下舘祥二君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 新政会代表、中塚佳男君の一般質問を継続します。 

 関連質問を許します。11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  中塚議員の質問に関連して、

何点かお伺いをいたします。 

 質問項目の２の消防防災（１）の総合防災ハザード

マップについてお伺いをいたします。 

 このたびハザードマップを作成し、全戸に配布され

ましたが、これを有効に活用しなければなりませんけ

ども、このマップを見ますと、80年に一度の大雨を想

定して作成されたものと記されておりますが、この80

年という根拠についてお伺いをしたいと思います。 

 また、先般の台風15号時に、以前は避難場所であっ

た近くの避難所に避難しようとしましたけども、今度

のこのマップにおいて地すべり危険区域で避難できな

くなって、新しい避難場所が以前と比べて遠くなって

困ったという高齢者がありました。マップによります

と、これまで避難場所とされているところが状況によ

って使用できない避難場所に変更されているところが

ありますけども、マップを見ただけで理解しにくいひ

とり暮らし、あるいは老老家庭、いわゆる避難弱者へ

の変更の周知をしなければならないと思うんですけど

も、この徹底の仕方についてお伺いをしたいと思いま

す。 

 また、もう１点は、平成17年に津波マップが作成さ

れたわけですけども、今度の東日本大震災において想

定外の津波ということで、見直しが必要となったわけ

ですけども、今度の防災ハザードマップにこの津波浸

水シミュレーションを併用して乗せれば、費用の面と

かさまざまより効果があったかなと思われますけども、

今後別に津波マップが再発行されるのか、お伺いをい

たします。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  消防車についてお答えし

たいと思います。 

 初めに、まず80年に一度ということでございました

けども、私どもの記憶で一番新しいのは久慈町が水没

した昭和40年前半の大水害がございました。それら等

に関しておおむねということでの目安ということで設

定したものと承知しております。 

 それから、台風15号地すべり地帯云々ということで、

いずれマップの利用を市民の方にわかりやすいように

とか、それからいずれ周知の徹底、これは議員のおっ

しゃるとおりだと思っております。今回実は次の指摘
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でもあるんですけれども、シュミレーション、津波防

災マップについても、今回のやつはあわせて実は発行

しようとしたところでございますけれども、今回大震

災があったということで、今回発行しようとしたもの

についての津波防災マップについては、浸水地域は実

は、今回発行しようとした浸水地域の想定内でござい

ました。 

 ただ、今議員ご指摘のとおり、避難場所、避難区域、

それから避難場所とかそういうもの全体に見直さなき

ゃないだろうということで、発行はその分については

取りやめて、今後のワークショップ、それから消防団

等のご意見賜りながら見直して、そういうもののもっ

と有効的なハザードマップにしたいという観点から、

津波のハザードマップについては、発行はちょっと取

りやめたものでございます。見直し作業中でございま

す。 

 それで、いずれにしろ、つくっただけでは意味がな

いというのは、それはご指摘のとおりでございまして、

この周知一覧についえは徹底しなければいけないんで

すが、午前の意見の交換でもありましたけれども、弱

者対策とかそういうものについて、いろんな手段、行

政としても取り入れたいと思っていますが。究極的に

は一人ひとり、それから災害の種類、方向性それらに

よって、これはおのおの異なってくると思っています。 

 したがいまして、一人ひとり、市民の方一人ひとり

がこういうふうなときはこういうふうに逃げるという

のを徹底してやっていかなきゃならんですけれども、

それについては行政はどこまでできるかというのは、

おのずと限界がありますが、いずれやれることをやっ

ていきたい。それで消防とか自主防とか、そういうも

のを通じて、それから今度は福祉サイドは福祉サイド、

それらで極力一人ひとりの方が判断できるような、そ

のようないろんな資料を作成するとともに、いろんな

目安、それについてはこちらでできる限りのことをや

ってまいりたい。そのように考えているところでござ

います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  わかりましたけども、いわゆ

る避難弱者については、民生委員とかそういった方々、

日ごろから常に指導して、この場所に逃げるのですが

あなた方はというようなことを指導していくのも必要

じゃないかと思います。 

 次に、同じ消防防災の中で、（２）の災害時の非常

用物資についてでありますけども、今度の震災におい

て各地から多くの支援物資をいただいたわけですけど

も、その配布状況、それから残った物資の処遇、これ

はどのようにしているのか。 

 また、今度のいろんな支援物資をいただいたわけで

すけれども、何か課題があったらお伺いをしたいと思

います。 

 それから、午前にも同僚議員からも話がありました

けども、避難所への非常用物資の分配、配備ですか、

これはぜひ必要だと思います。宇部地区にもありまし

た。国道45号線が全面通行どめになって宇部公民館に、

宇部より南のほうに行く方が避難した経緯がありまし

たけども、毛布とかそういったのも一切そろえてなか

ったということで、あのときは燃料も不足したわけで

すけども、油のない中とりに行ったけども在庫がなか

ったというようなこともありましたので、そういった

のを防ぐためにも、ぜひ市内の各避難所にこういった

非常用物資の分配、配備が必要だと思いますが、再度

お願いをいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  福祉関係で所掌したのが

ありますが、まとめて私のほうから答弁させていただ

きます。 

 支援物資につきましては、極力できるだけ速やかに

ということで来次第、配布できるものについては配布

いたしました。それで、こちらのほうで準備できるの

それに加えまして、近隣市町村にまで一応必要な物資、

こちらでいわゆる余剰といえば変ですけれども、こち

らで余裕があってるもので、そして近隣の町村等にま

で含めて、やれるものは配布したところでございます。 

 ただ、現実的には、残っているものといいますか、

結構配布までに時間がかかったものは古着類とか衣類

については、若干配布に時間を要したものもございま

す。 

 それから、課題というものでございますけれども、

いろんな支援物資の申し出は、各市町村、各県からご

ざいました。それで、ちょっと一つ代表的なものを申

し上げますと、例えば南のほうといいますか、そちら

のほうで発電機なんかの話で支援の申し出もあったも

のもございますけども、例えばこれらについては国の
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問題になりますが、ヘルツ数が違うとかそういうふう

なもので、残念ながらお断りをせざるを得ない場合も

ございました。ということは、こちらで必要な物資、

不足物資については、あらかじめ整理しておく必要が

あるなと、そのようなことを課題としてとらえている

ところでございます。 

 それで、分配配備についても同じような理由から、

ここの地域の公民館についてはとか、避難所について

はこういうものが必要だと。そういうものについては、

現在いろいろ分析、それからやっているところでござ

いますが、先般の意見交換会の際も先の議員のところ

でも答弁しましたが、至急こういうものについては配

備してほしい。つまり毛布とかそういうものについて

は、できるだけ早くあるものを分配配備したい。 

 それから課題については、燃料問題、ご指摘ありま

した。これ非常に今回の大震災の際は非常に痛切に感

じているところでございます。 

 久慈市におきましては、石商組合の絶大なご支援の

もとに、ある程度計画的な燃料の使い方は、他市町村

に比べればできたと思ってます。しかしながら、なか

なかにやはり燃料の備蓄、これにつきましては、いろ

いろ消防法上の問題等もございますので、これについ

てはちょっと頭の痛い課題の一つだと思っております。 

 それで、それに加えて、先ほど申し上げましたよう

な、いわゆる例えば発電機を分配配備したとしても、

それの例えば軽油とかガソリン、発電機の場合はどう

するんだとか、そのような課題がございますけれども、

これについては極力早い段階で消防団とか消防等と話

し合いを持っていって、一番適切な方法を突き詰めて

いきたいと、そのように考えてるところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  ただいまの答弁の中で、残っ

た物資の処遇についてはお話がなかったようですけど、

残った物資があったのかどうか。 

 それから、次に（３）の消防団員の安全確保につい

てお伺いしたいと思います。今回の震災で東北の三陸

沿岸の多くの消防団員が犠牲となりましたけども、岩

手県だけでも91名が犠牲になったと報道されておりま

すけども、その多くが水門等の閉鎖中に津波に巻き込

まれたと見られておりますけども、中にはせっかく遠

隔操作装置になっていても、地震により停電あるいは

故障により操作不能となり手動を強いられ、決死の活

動中に犠牲になった隊員もあると言われております。 

 市内でも久喜地区ですか、一部水門の復旧工事が行

われているところもあるようですが、その装置内容と、

これからつくられる水門はたびたび出るんですけども、

自動化はもちろんですけども、停電時にも作動するよ

うな、この完璧な設備じゃなければならないと思いま

すけども、答弁では多額の費用がかかるというような

ことが言われますけども、費用の問題ではないと思い

ます。設置者については団員の命を守る義務があると

思うんですけども、その辺県に強く要望すべきだと思

いますが、考えをお伺いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  まず、残存物資というふ

うな話がございましたので、私のほうの部署に限って

ちょっと申し上げたいと思いますが、実は発電機等は

まだ分配といいますか、保管したままになっておりま

す。 

 それから、次に消防団員の安全確保ということで、

議員ご指摘のとおり岩手県におきましては団員119人

中59名が、これが水門の操作中で尊い命を失ったと、

そういうふうに報道されているところでございますし、

我々もそういうふうに承知しております。これらにつ

きましてご指摘のとおり、水門操作において岩手県で

は特に団員の危険性が高かったということになります

が、これについて遠隔について岩手県内は、今のとこ

ろ概ね５％が整備されているものと承知しております。 

 それで、再三ご答弁申し上げてますように、県に対

しまして遠隔化ということで話してるわけでございま

すが、これについては県におきましても、今回の大震

災に関連しましていわゆる停電対策、これについては

問題意識は強く持っているようでございます。それで、

いずれ水門の遠隔化につきまして、ソーラーシステム

の併用とか、それらも含めて検討していると聞いてお

るところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  それでは、全国から

支援をいただきました物資についてでございますが、

今総務部長のほうから話がございましたが、私どもが

対応しております物資につきましても、被災者の皆さ

ん等にほとんどのものを配り、残っているものは全く
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ではございませんが、ほとんどない状態であります。 

○副議長（下舘祥二君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  この消防団員の安全確保につ

いて、もう１点ですけれども、津波のときはもちろん

ですけども、最近はたびたびゲリラ豪雨ということで

洪水に見舞われます。最近であれば台風の15号等があ

りますけども、その際のこの消防団員の安全確保のた

めに、以前にも申し上げましたけども、ライフジャケ

ットの着用がこれは不可欠であると思うんですが、こ

れ各分団に配布すべきと思いますが、考えをお伺いい

たします。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ご指摘のとおりライフジ

ャケットにかかわらず、いろんな装備が不足のものが

あるかとは思っております。それで、それらについて

は総点検今やっている最中ではございますけれども、

ものによっては先ほど申し上げましたような必要な物

品につきまして、義援とか支援物資があったものがあ

ったり、それからいろんな団体でのいわゆる物資の提

供、それらもございます。それらを勘案しまして、い

ずれ新年度内に向けて、いろいろと装備の充実には努

めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  次にまた、この消防防災の

（４）の老人福祉施設の安全確保についてお伺いした

いと思います。東日本大震災では三陸沿岸の老人福祉

施設が津波で大きな被害を受けておりますけども、災

害弱者の避難対策が復興施策の中で大きな課題となっ

ておりますけども、対策として災害弱者施設のできる

だけ近いところに避難塔ですか、これをつくることが

より効果的な対策と言われておりますけども。 

 今度の大震災で大きな被災を受けました久慈湊地区

ですけども、ここには老健施設を併設した病院あるい

は保育園、それから近隣にはまだ老健施設等もあるわ

けですけども、この地区は、きのうの議論の中では道

路についての話がありましたけども、私はこの地区に

避難塔を設置し、防災拠点モデル地区に位置づけては

と思いますが、考えをお伺いいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  久慈湊地区の意見交換会

におきまして、同じような趣旨の意見も提出というか

出されました。それで、湊地区において今回の大震災

におきまして、私どもで避難誘導灯、これ３基設置し

たものがございます。市内が停電の際に、それが非常

にありがたかったというふうなこともいただきました

が、これにつきましては湊地区に限らず、市民の生命

というのはみんな一つだと思ってますけれども、みな

大事だと思ってますが。 

 私ども今考えているのは、全地区にソーラーとかそ

ういうふうな発電機のついたような街路灯をつくれれ

ばいいんですが、そうもまいりませんので、今現在検

討しているのが夜光塗料とかそういうものにおいて、

高さ表示とか定点表示、それらについてどうにかでき

ないかというのを検討している最中でございます。 

 いずれにしろ、今議員からご指摘のことも含めまし

て、今後のまちづくりにはいろいろ検討させていただ

きたいと思っております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  11番澤里富雄君。 

○11番（澤里富雄君）  次に、13の地場企業への助成

支援についてですけども、これも午前に同僚議員から

もお話がありました。長年の懸案でありました森のト

レーが結審しまして、その跡地に宇部せんべい店ある

いは室電子という地場の企業が移転開業する運びとな

っておりますけども。こういった地場で頑張っている

企業には誘致企業並みというか誘致企業並み以上に助

成すべきと思いますけども、その考えの中に一つお伺

いしたいと思いますけども、新しく、この施設を増設

する事業所に、固定資産税の全額免除をする自治体が

あります。税制優遇することによりまして、地域の活

性化やあるいは雇用の促進にもつながると思いますけ

ども、この減免の考えについてお伺いをいたします。 

○副議長（下舘祥二君）  菊池産業開発担当部長。 

○産業開発担当部長（菊池修一君）  地場企業への市

からのいろんな助成というお尋ねでございますが、今

回の平沢工業団地への室電子とか宇部せんべい店の立

地ということで、私どもの既存の制度の中で、できる

限りのご支援を申し上げたいというふうには考えてお

りますが、条件としてはやはり雇用が必要になってま

いります。最低５人以上の雇用ということでございま

すので、ここをクリアしていただければ、さまざまな

優遇、税の優遇措置、工業団地でございますので、そ

の辺のところは受けられると。 
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 ただ、例えば宇部せんべい店さんの場合について、

その工場を取得したわけでございますが、全部使用す

るかどうかによっても、税の優遇措置、どれだけ受け

られるのかといったあたりがかなり違ってまいります

ので、そこは私ども十分情報をつかんで、適切な助言

をしてまいりたいと思います。 

 いずれにいたしましても、そういった優遇措置がご

ざいますので、しっかりと周知をさせていただいて、

地場の振興に努めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、日本共産党久慈市議団代表、城内仲悦君。 

    〔日本共産党久慈市議団代表城内仲悦君登壇〕 

○17番（城内仲悦君）  私は、第３回久慈市議会定例

会に当たり、日本共産党久慈市議団を代表し、一般質

問を行います。 

 議員各位ご承知のとおり、本日12月８日は、1941年

（昭和16年）12月８日のアジア・太平洋戦争の開戦か

らちょうど70年目の日であります。あの満州事変から

始まる15年にわたった戦争で、2,000万人を超すアジ

ア諸国民と310万人以上の日本国民が犠牲になりまし

た。２度と繰り返してはならない悲惨な経験です。 

 戦後つくられた日本国憲法は、政府の行為によって

再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを

前文にうたいました。平和の決意を貫くためにも、侵

略戦争への批判と反省は重要であります。本日12月８

日を平和への決意を新たにするきっかけの日にしよう

でありませんか。議場を通じて市民の皆さんへ呼びか

けるものであります。 

 それでは、通告順番に従い、順次質問をいたします。 

 質問の第１は、公契約条例の制定についてでありま

す。 

 この問題では、久慈市議団として2007年６月、2009

年12月の２回質問いたしております。答弁は、いずれ

も国・県の動向を見ながら、また全国市町村の状況を

情報収集しながら検討していきたいと答弁しています。 

 野田市に続き、新たにことし４月から川崎市でも施

行されています。さらに相模原市でも来年の４月施行

に向け踏み出したと報道されています。久慈市として

も、公契約条例の制定に踏み出すべきと考えますが、

市長のご所見をお聞かせください。 

 質問の第２は、福祉灯油の実施についてであります。 

 さきの議会で請願が採択され、市当局へ送付されて

いますが、住民の願いにこたえて実施すべきと思いま

すが、市長のご所見をお聞かせください。 

 質問の第３は、東日本大震災対応についてでありま

す。 

 第１点は、公的援助適用外の一部破損・半壊の被災

住居への補修費助成の問題であります。このことにつ

いては、岩手県が助成に向け12月定例県議会へ６億

2,800万円を生活再建住宅支援事業費補助として補正

予算を計上しました。これは震災で被災した住宅のう

ち、生活再建支援制度や災害救助法に基づく応急修理

制度の適用を受けない一部損壊や半壊の住宅を対象に、

被災住宅の補修費の一部を補助した市町村に対して補

助を行うものであります。 

 久慈市としても、県の施策に対応して実施すべきも

のと考えますが、市長のご所見をお聞かせください。 

 第２点は、県の緊急雇用創出事業の活用の問題です。

報道では、遠野市は被災地後方支援の一環として180

人の雇用を計画していると言われております。久慈市

として検討すべき課題であると思いますが、お考えを

お聞かせください。 

 第３点は、津波浸水シミュレーションについて、久

慈市は非公表と報道されましたが、何ゆえに公表しな

かったのかお尋ねします。 

 質問の第４は、原発事故による風評被害についてで

あります。 

 私の質問要旨では、乾シイタケの価格が３分の１に

下落したとのことですがと申しましたが、３分の１分

が下がったとのことでしたので、訂正させていただき

たい。数字で示しますと、昨年の９月キロ4,832円、

ことしの９月はキロ3,186円。キロ1,646円も安くなっ

ています。当然、東京電力へ補償要求するわけであり

ますが、時間がかかりますことから、市としての支援

策を示していただきたい。 

 質問の第５は、土木行政についてであります。 

 第１点は、２級河川沢川の新中の橋水門へのゲート

ポンプを早急に設置する問題であります。先日の台風

15号のときも焼き鳥三吉の前の河川のふたの隙間から

噴水のように水があふれ、一時通行どめになりました。

当然岩手県の仕事ですので要請してきているとは思い

ますが、さらに強く要請していただきたいのでありま
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す。お聞かせください。 

 第２点は、２級河川田沢川の堆積土砂を早急に撤去

する問題であります。先日、消防団の水門点検で田沢

川沿いをつぶさに歩きました。上流に行くほど堆積土

砂がふえ、流入する小河川の水門扉が土砂で埋まって

いる状況がありました。県へ早急な対応するよう要請

していただきたい。 

 第３点は、準用河川田面川、普通河川寺里川の堆積

土砂の撤去についてでございます。私の通告いたしま

したあたりから作業が開始された状況があるとみてお

りますが、この質問が終わることには撤去作業が終了

するのではないかと思いますけども、実施状況につい

てお知らせください。 

 第４点は、台風15号により天神堂地内梅が丘団地に、

のり面崩壊が発生しました。位置指定道路癩癩生活道

路が土砂で埋まり、通行どめの状況になっています。

対応策を示していただきたい。 

 質問の第６は、久慈小学校改築についてであります。 

 教育長に４点質問します。 

 第１点は、このたび示された総合防災ハザードマッ

プによれば、久慈小学校は洪水・土砂災害の状況によ

り使用できない避難所とされております。今回の改築

に当たり、浸水防止対策・防災対策がどのようにとら

れているのか、お示しいただきたい。 

 第２点は、改築工事発注にかかわる業者選定方法と

その結果について、お示しいただきたい。 

 第３点は、太陽光発電装置を設置すると伺っており

ますが、設置計画の内容を示していだきたい。 

 第４点は、プール設置の問題です。久慈地方の子供

たちはカナヅチ、いわゆる泳げない子供が多いと言わ

れています。久慈小学校にプールがないのも、その一

因かもしれません。そこでプール設置について、今回

の学校改築計画の中に包含されているのかどうか、お

聞かせください。 

 以上、６点、14項目にわたって質問いたしましたが、

希望につながる答弁を期待し、登壇しての質問を終わ

ります。 

○副議長（下舘祥二君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  日本共産党久慈市議団代表、

城内仲悦議員のご質問にお答えをいたします。 

 最初に、公契約条例の制定についてお答えをいたし

ます。 

 公契約条例は、平成21年９月に千葉県野田市におい

て全国で初めて条例が制定され、翌年２月から施行さ

れておりますが、全国の実施例は２例にとどまってい

ると承知いたしております。 

 市といたしましては、これまでも情報収集に努めて

きたところでありますが、今後におきましても、国・

県の動向等を注視してまいりたいと考えております。 

 次に、福祉灯油についてお答えをいたします。 

 福祉灯油の実施を求める請願につきましては、９月

議会において採択されたところでありますが、国の支

援策が示されていないことや、県でも現時点では福祉

灯油の実施に対する補助を行わないこと及び灯油価格

の動向等を勘案して、当市においては事業の実施を見

合わせたところであります。今後の対応につきまして

は、国・県の動向等を注視しながら検討してまいりた

いと考えております。 

 なお、昨日の清風会代表、畑中議員にお答えいたし

ましたとおり、東日本大震災の被災者に対する支援と

いたしまして、久慈市への義援金から半壊以上の世帯

に対して、また岩手県災害義援金募集委員会が集約し

た義援金からは死亡・行方不明または半壊以上の世帯

に対しまして、今月上旬から灯油等暖房費として追加

交付を行うことといたしているところであります。 

 次に、東日本大震災対応についてお答えをいたしま

す。 

 まず、公的援助適用外の被災住居への補修費助成に

ついてでありますが、岩手県では、生活支援制度や災

害救助法に基づく応急修理制度の適用を受けない一部

損壊や半壊した住宅の補修費の一部を補助する被災住

宅補修支援事業、及び損壊状況にかかわらず新築及び

補修に係る民間金融機関等からの借り入れに対し利子

補給を行います災害復興住宅融資利子補給補助事業を

12月定例議会へ提案したと伺っております。 

 なお、市といたしましては、災害復興住宅融資利子

補給補助事業の活用とあわせまして、市単独の支援策

を検討しているところであります。 

 次に、被災地後方支援の一環として緊急雇用創出事

業の活用を検討すべきとのご質問でありますが、発災

直後におきましては、野田村ほか近隣被災自治体への

自衛隊や消防の緊急援助隊などの後方支援拠点として、

市の施設を即座に開放し、利用に供したところであり
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ます。また、野田村の避難所への食料配布、久慈地区

災害ボランティアセンター登録のボランティアや市職

員によりますがれき撤去など、でき得る限りの支援に

努めてきたところであります。 

 今後におきましては、さらに機能を強化するため、

市の復興計画に基づき大規模災害発生時における広域

物流拠点の整備を県に要望するとともに、有事の際は

大規模災害時における岩手県市町村相互応援に関する

協定等による支援に努めてまいりたいと考えていると

ころであり、緊急雇用創出事業の活用については、現

在は考えていないところであります。 

 次に、津波浸水シミュレーションの公表についてで

ありますが、昨日の創政会代表、藤島議員にお答えい

たしましたとおり、７月22日の本市復興計画策定時に

おきましては、岩手県津波防災技術専門委員会におい

て、襲来津波、防潮堤の高さ、浸水状況等のさまざま

なパターンを設定したシミュレーションを行っており

ましたことから、公表にはそのときは至らなかったも

のであります。 

 なお、その後でありますけれども、この津波浸水シ

ミュレーション結果をもとに県から防潮堤等の高さが

示され、10月20日に公表されたところであります。こ

れを受けまして、11月21日から29日までの各地区で開

催した復興に係るまちづくりについての意見交換会に

おきまして、これらの内容を対象地区ごとに説明を行

っているところであり、公表は行っているものと私ど

もは認識をいたしております。 

 次に、原発事故による乾シイタケの風評被害につい

てお答えをいたします。 

 当市の乾シイタケ平均単価は、平成23年度10月末現

在で3,191円であるのに対し、平成22年度は4,547円と

前年比で1,356円、約30％の下落となっており、原発

事故による風評被害がその一因であるととらえている

ところであります。 

 市といたしましては、市場関係者及びバイヤーとの

協議を重ねながら、安全・安心をＰＲした販売促進活

動に取り組んでいるところであり、今後におきまして

も関係機関・団体と連携し、消費者の不安解消に向け

た活動を展開しながら価格の回復に努めてまいりたい

と考えております。 

 最後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、２級河川沢川の新中の橋水門にゲートポンプ

を設置することについては、これまでも河川管理者で

あります県北広域振興局土木部に対し要望してきたと

ころであります。 

 同部からは、施設規模等を検討するとしております

が、施設の整備については予算確保が厳しく、早期の

事業採択は困難な状況にあると伺っているところであ

ります。 

 先般の台風15号襲来時にも久慈川の水位上昇に伴い、

当該地区一帯が冠水する被害を生じるなど、幾重にも

わたり被害を被っておりますことから、市といたしま

して引き続き強く要望してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、２級河川田沢川の堆積土砂の撤去についてで

ありますが、先般の台風15号による異常出水によりま

して、当該河川を初め複数の河川での土砂堆積を確認

しているところであり、今後、支障があり緊急を要す

る箇所から順次堆積土砂を撤去してまいりたいと県北

広域振興局土木部から伺っているところであります。 

 市といたしましても、早期に堆積土砂の撤去が完了

するよう、引き続き要望してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、市が管理をいたします準用河川田面川と寺里

川の堆積土砂の撤去につきましては、両河川の合流地

点から下流部分の堆積土砂を撤去したところでありま

す。両河川の合流地点から上流部分につきましては、

今月初めから引き続き着手したところであり、今月中

旬ごろをめどに完了したいと考えであります。 

 次に、梅が丘団地ののり面崩壊の対策・対応につい

てでありますが、当該のり面を含む一帯は、現状にお

いて民地でありますことから、一義的には財産管理者

が対応すべきものであり、市において恒久対策を講じ

ることは困難であると認識いたしております。 

 また、県北広域振興局土木部によりますと、ハード

対策であります急傾斜地崩壊対策事業等につきまして

は、自然斜面であることが事業導入の採択基準であり、

人工斜面である当該のり面への本事業の導入について

は相当に困難であると伺っているところであります。 

 今後におきましては、ソフト対策である住宅移転補

助等の事業導入の可能性について、県と情報交換を図

りながら研究してまいりたいと考えております。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、城内仲悦議員

に対する私からの答弁を終わります。 
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○副議長（下舘祥二君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  日本共産党久慈市議団代表、

城内仲悦議員の久慈小学校改築についてのご質問にお

答えをいたします。 

 まず、浸水防止対策・防災対策についてであります

が、敷地周辺の雨水排水路の整備を進めるほか、建物

につきましては耐震性を確保し、非常用電源の設置や

トイレ増設等を予定しております。 

 また、校舎につきましては、現在より地盤を高く設

計するとともに教育用コンピューター、受電設備、受

水槽を２階部分に配置することとしており、避難所と

なる屋内運動場につきましては、床下の一部に雨水貯

留槽や屋外倉庫を設けるとともに、１階フロアの高さ

を現在の地盤から2.1メートルの高さとする計画であ

ります。 

 次に、工事発注に係る業者選定方法とその結果につ

いてでありますが、工事請負指名業者選定は、市営建

設工事入札参加資格者要綱の規定に基づき、指名競争

入札参加者を選定する方法で行われました。 

 その結果は、普通教室棟改築主体工事については建

築一式工事Ａ級５社の全部が、電気設備工事について

は同工事Ａ級７社のうち６社が、管設備工事について

は同工事Ａ級９社のうちから６社が、また管理・特

別・普通教室棟改築主体工事につきましては建築一式

工事Ａ級５社の全部が、電気設備工事につきましは同

工事Ａ級７社のうちから５社が、管設備工事について

は同工事Ａ級９社のうちから５社がそれぞれ指名され、

入札執行されたところであります。 

 なお、入札の結果につきましては、今議会に提出し

ております議案のとおりの受注者ほか４件、４社が落

札しているところであります。 

 次に、太陽光発電の設置計画についてでありますが、

普通教室棟の屋上部分に容量20キロワットの発電シス

テムを基本に、主に照明器具への電力供給を予定して

おります。 

 最後に、プールの設置につきましては、福祉の村温

水プール等の利用を勘案し、計画には盛り込んでいな

いところであります。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、城内仲悦議員

に対する私からの答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問、関連質問を許しま

す。17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  再質問いたします。 

 この公契約条例でございます。先ほど言ったように、

同じ答弁がまた今回も返ってきたようですね。川崎市

の内容について、承知しているのであれば、その内容

をお聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  全国で２番目に制定いた

しました川崎市の状況でございますけれども、これに

つきましては導入に至る経緯、これにつきましては野

田市と同じと、そのように理解しております。いわゆ

る一般競争入札によります低価格入札、これによる下

請けといいますか労働者等に対する賃金の低下、これ

を懸念しての導入というふうに承知しているところで

ございます。 

 また、それにかかわって、同じ答弁というふうにご

指摘いただきましたけれども、さきに21年の12月議会

で当時の総務企画部長答弁しているのを、やはり四つ

の問題というか懸念があると。いわゆる憲法上の問題

とか労働基準法の問題、これらのいろんなちょっと文

献等も若干目を通させていただきましたけれども、こ

れらに対するいわゆる解釈の方法についてのちょっと

疑念といいますか、長短あるでしょうけれども、それ

について払拭されたというふうな背景の変化について

は、私はちょっと理解しておりません。 

 それで、今回川崎市がやはり、個人的にも何回も言

ってますけれども、あそこのちょっと市の状況、これ

につきましてはやはりあそこは、いわゆる労務者、い

わゆる軌道工とかそういうふうな関係から夜間の労働

とか、いろんな労働者がいっぱいいるなというふうな

ことは肌で感じております。 

 それで、今般川崎市で議決した大きな要因というも

のは、ちょっと端的に申せば、要するにそのような川

崎市の歴史、労働状況、これを勘案して、現在の市長

ですけれども。現在の市長さんが公約として掲げたと、

それで、その結果として当選なさって３期目になるそ

うですけれども、それでまず公契約条例の上程に至っ

たと、そのように理解しているところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  これは2009年の12月の定例会

の答弁ですけどね、憲法上の論点があるとか、それか
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ら労働契約上の問題とかいうふうに書いて４点、この

論点について、具体的に検討したんですか。例えば、

この論点があったとしても、川崎市ではそれをクリア

しているわけですね。 

 川崎市の場合は、今までの契約ルールを定めた既存

の条例を公契約条例にこのままにして、中身的には条

例の対象は６億円以上の公共工事にかかわる作業従事

者、これ１人若手も含みます。それと1,000万円以上

の市の委託に従事する指定管理企業や施設管理会社の

労働者、これは報酬額の下限を決めるというんですね。 

 野田市との違いは、この下限決定に審議会を設定し

て、そこに市が諮問しなければならないというふうに

義務づけているんですね。これは労使の代表と有識者

でつくる審議会までつくっているんです。そういった

形で例えば指定管理の企業が、不当に安い賃金で使う

ことをさせるのを防ぐ、そういった形でやってるわけ

ですよ。 

 そういった意味では前の議会で、2009年の12月議会

であなた方が上げた憲法上の論点とか、それが今まで

どういった形で議論して、どこがクリアしてないのか。

あるいはこの公契約条例を本気に導入するつもりでの

検討がなされてきてないんじゃないかという気がする

んですが、その点検討状況について、まずお聞かせく

ださい。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  一切検討していないんじ

ゃないかというふうなご質問でございます。それは見

解の相違といいますか、感覚の相違かもしれませんけ

ども、第１に私、個人的には思っているのは労働基準

法の問題で、いわゆる国が示しているような、いわゆ

る大きな労働基準法における最低賃金、これにつきま

して、その地域性に伴った最低賃金を設定しているに

もかかわらず、さらにこれを地域の実情をそこの市町

村の判断で、そこにさらにまた賃金を決定すると。そ

のようなことについては、いささか法律事情の原因は

あるんじゃないかというふうなことは、私は個人的に

は思っています。 

 また、それ以外にもいろんな学者の方の話も載って

いるようですけれども、これについてはいろいろとそ

ういうふうに外部機関とか委員会とかつくって、じゃ、

研究しているのかと言えば、正直言ってやっておりま

せん。それについてはそのとおりです。 

 ただ、担当とか私どもは、内容についていろいろ見

てるんですけれども、情報収集してる上で、今川崎市

が２番目とかそのような話がございましたけれども、

それも当然承知しておりますが、どのように状勢が変

わってんだろう、それから久慈市の実態とあわせて、

それがこれが実際にどういうふうになるんだろうと。 

 そこで久慈市が全国で３番目、４番目のこの条例を

制定するまでの判断に至るかと言えば、そこまでには

ちょっとまだ至らないなというふうに個人的には思っ

てますし、我々まだ下部の討議でございますけれども、

そこに至るまでのきちんとしたやはり、これは憲法と

か法律とかそういう部分な問題については国のほうで、

やはりまだ議員思っているような状況でございますの

で、市町村がまだ決定する、そこまでのまだステータ

スになってないなというふうに判断しているところで

ございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  今の市の段階の到達状況につ

いては、今部長答弁のとおりだと思いますが、しかし、

現にもう動いておりまして、例えば受注業者、一人ひ

とりの労働者について、氏名と職員の作業時間、報酬

などを台帳に記録し、その写しを市に提出することが

求められているし、違反企業については契約の解除を

はじめ指定管理者の取り消し、管理業務の停止を命じ

ることができるというような形で、この条例を遵守さ

せるための内容になっているということがありますの

で、市現在の到達点といいますか、残念ながら今の状

況だということについてはわかりました。 

 法律的な問題は抜きましても、しかし、現在動いて、

公の自治体が既に施行している状況になるわけですか

ら、その本質の問題については私はそんな問題はない

というふうに私は認識するもんですから、そういった

点では研究をもう少し極めていただきたいということ

は強く要望しておきたいというふうに思います。 

 福祉灯油の関係ですけど、市の議会の請願採択受け

て検討したというふうな答弁あったんですが、生協の

情報だと、今回はリッター89円で、史上最高を記録し

た2007年に次ぐ水準にまで上がってきているんだとい

うことが言われております。そういった意味で言えば、

どの水準に上がれば福祉灯油検討するのか。あるいは

国、県がやらない限りやらないのか。その市として、
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どういう水準までいけば、実施に向けて踏み出せると

いう状況のラインをどの程度思っているのか、お聞か

せいただきたい。生協の、これは県の生協の、岩手県

の生協ですから、情報として知っているかと思います

が、その辺のとらまえ方お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 それから、もう１点、東日本大震災にかかわって、

義援金を活用して、この半壊以上の方々に１万円の補

助するんだということで、これは非常にいいことだと

私は思います。ただ半壊以上で見ると276戸ですよね、

資料見ますと。ただ、その間に一部損壊がさらに271

戸残っているわけですね。そういった意味で言えば、

暖かさのことで言えば、半壊で、一部損壊まで拡大で

きないのかということを考えているんですけども、そ

の点お聞かせいただきたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  野田口健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野田口茂君）  福祉灯油についてお

答え申し上げます。 

 当市が福祉灯油を今回やらなかったという理由につ

きましては、先ほど市長のほうから申し上げたところ

でございます。県におきましても、現在の灯油価格の

問題、そして国の交付税措置等がないということから、

県もその助成を見合わせているということで、県内全

体的にはその福祉灯油については、実施するところは

少ないというふうに考えております。 

 それから、どこでやるのかという、そのことでござ

いますが、平成19年、20年には、当市としても福祉灯

油について実施をしているところでございますが、平

成19年については、こちらは財団法人日本エネルギー

経済研究所の石油情報センターという全国にネットを

持っているわけですが、そちらの価格でございますが、

2007年、19年度は、大体1,700円台で18リッターでご

ざいますが、推移してきたということがございます。 

 それから、20年度におきましては、当初2,000円台

まで１缶18リッターが高騰したというところからス

タートしたところでございますが、実際には３月には

1,100円台ということで、どっと下がっているという

状況がございます。今年度におきましては2011年でご

ざいますが、大体岩手県の店頭の小売価格が10月で

1,600円、11月で1,589円という状況にございます。こ

れは生協さんといわゆる調査の日によって、若干の数

字の違いはあろうかと思いますが、その段階でござい

ますので、先ほど申し上げましたように灯油価格、そ

れから国、県の動向、他市の動向等を勘案して、福祉

灯油については実施しなかったということでございま

す。 

 それから、最後にご質問のありました一部損壊につ

いてもということでございましたが、今回私どもで被

災者に充てられました義援金についての部分は、半壊

以上という、いわゆる被災の規模によって考えたとこ

ろでございまして、これは配分委員会の中で決定をい

ただいたことでございまして、現時点で一部損壊のと

ころにまで拡大をして、暖房加算をするという状況で

はないというところでございます。ご理解をお願いい

たします。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  生協の情報ですと、20リッ

ター換算で1,780円になってますよね。決して安くな

い状況まで来ているということについては、ご認識し

ていただきたいというふうに思います。 

 次、シイタケの問題ですが、価格の回復について努

力していきたいということでございますが、しかし、

きのう答弁であったように、ＪＡグループで260万、

これは森林組合系統が出ていないんですが、私はいた

だいた資料は森林組合系統が出たので先ほど申し上げ

た1,646円安くなっているということでございました。 

 したがって、約３分の１価格が下がっているという

状況の中で、まさに県が東京電力が間に合わない場合

は出す、立てかえ出すということがありましたが、シ

イタケについて、年内に、この風評被害による下落ぶ

りについて、市としても検討すべきじゃないかと思い

ますが、あるいは市ができない場合は県に対して、立

てかえについて、立てかえ払いすべきじゃないかとい

うことを要請していただきたいんですが、その点、市

の考え、いかがでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  干しシイタケの価格の

下落の点について、議員さんは資料をお持ちで、よく

よく承知をしていらっしゃるようでございます。それ

で、昨日の畑中議員の一般質問に市長のほうからお答

えいたしたとおりで、ＪＡグループで構成する協議会

では、既に東京電力に対し損害賠償として、260万円

を請求しているところであります。この支払いがいつ

になるか、まだ確認をいたしておりませんが、その動
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向を注意深く見守ってまいりたい。そのように考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  注視していることはいいんで

すが、価格回復について努力しているという話、先に

答弁あったんですが、現に風評被害ですか、なかなか

手当をしきれない部分があると思うんですが、そうい

う点でやはり具体的に損害が出てるという状況の中で、

その部分についてやっぱり農家が暮らしが立つように

していくために、３分の１低いっていうのは極めて減

収になるわけで、この点もやっぱり実態を踏まえてい

ただきたいし。森林組合の場合は、損害額幾らかと押

さえているのはお聞かせいただいたし、今言ったＪＡ

グループ260合わせて、年内の立てかえ支給について、

県に要請するとかぜひしていただきたいんですが、そ

の点いかがですか。 

○副議長（下舘祥二君）  村上農林水産部長。 

○農林水産部長（村上章君）  まず、森林組合の価格

の傾向について、まずお答えを申し上げたいと思いま

す。10月末現在でございます。23年は、価格が平均価

格でございますが3,547円、昨年の同期は4,820円でご

ざいましたので、価格は1,300円程度の差がございま

す。 

 それで、今森林組合、そして農協という別々の価格

があるわけでございます。久慈市を含めました久慈地

方の乾シイタケの販売系統は、農協グループ、そして

森林組合、この二つの系統にございまして、それぞれ

のバイヤーを持ってございまして、価格が入札で決定

になると。そういう仕組みになってございますので、

このような二つの価格になっているというのをまず承

知していただきたいなと、そのように思います。 

 それで、先ほど、支援の具体的な方策ということで

ございました。市長からも答弁いたしましたとおり、

直接市場に出向いてその価格がアップするような納期

をとってございます。今年度10月でございましたか、

関係機関団体と連携し、また生産者ともどもに入札参

加業者あるいは量販店を訪ねて意見交換したところで

ございます。本年の価格の下落は福島原発の事故によ

るものなのかと、それであれば市としても強力に東京

電力に対して損害賠償を求めて行かなければならない

ということで意見交換したところ、確かに原発の影響

はあるだろうけども、第１の要因といたしましては、

昨年業者側の23年の動向を見まして先買いした点があ

って、それがこの震災の影響により消費者の需要の落

ち込みからちょっとだぶついている傾向にあるという

お話を承ってございます。 

 それで、今後の価格の動向はどうなのかという質問

に対して、今後は上昇傾向にいくんだろうと、それと

ともに久慈地方の乾シイタケの品質は、全国でも誇れ

るものがあると。そのようなことで、上昇傾向にある

というお話を承っているところでございます。 

 したがって、先ほども申し上げましたとおり、損害

賠償については既にＪＡグループのほうで請求してい

るわけでございます。それを見守って、繰り返しにな

りますけども、私といたしましては、まず、その動向

を見守ってまいりたい、そのように考えておりますの

で、ご理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  なかなか県に要請するという

ことにはならんという答弁であります。非常に残念で

あります。 

 次、ゲートポンプ関係ですが、２級河川沢川の件で

すけど、予算がつかないとか、県のお話だと。これと

んでもない話で、計画に入ってんのか、県の設置計画

に。その計画は、いつの時点で設置する計画になって

いるのか。それは予算も何もないですが、その点が県

の計画で、何年度に設置すると。そして、どういう規

模のやつを設置することになっているか、お聞かせく

ださい。 

 それから、この新中の橋の水門ですが、先日の水門

点検に私も参加しましたけども、故障しているんです

ね。壊れてて、上げ下げできないと。そして、ウイン

チを使っているんですよ、押さえてるんです。そうい

う状況があるんですが、その水門の修理見通しについ

ても、お聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、田沢川の堆積、土砂の撤去ですが、やる

というお話ですけども、これいつ時点から動くのか、

もう既にほんとさっき言ったように、入れないんです、

雨が降っても。ふたが閉まって、そういうふうな緊急

な対応が必要だろうと思うんですが、再度お聞かせ願

いたいと思います。 

 もう１点ですが、今の田面川、寺里川、それから東
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京電波から出る川を沢川という名前だそうですが、そ

れについてもやるという情報は伺ってます。沢里川に

ついては、大方とっていただいているんですけども、

水門からいわゆる畑田圃場整備の幹線道がありますが、

そこまでの間がまだ残っているんですね。その点につ

いても、早急に土砂を撤去していただきたいんですが、

その点についてもお聞かせいただきたいように求めま

す。 

 もう一つ土木関連で、梅が丘の関係です。民地であ

る、あるいは急傾斜地も、その人工の急傾斜地だから、

県のどうにもないという答弁であります。私以前から

申し上げているんですが、この開発行為が始まったの

が昭和44年、旧土地計画が廃止されて新しい法律が公

布されたのが1968年の、これは昭和43年６月です。そ

して69年、昭和44年６月に開発行為許可制度がこの都

市計画法に基づいて開始されております。天神堂も第

１種定住専業地域になっております。建ぺい率40％で

す。 

 この場所について、ずっと伺ってきたんですが、開

発行為許可制度が出た二つの理由の中の一つの中に

「良好な宅地水準を確保する」とあるんですよ。この

法律のできた背景というか目的です。あの梅が丘団地

は、まさにそれ以前の法律がなかった時代の開発です。

したがって、良好な宅地水準に至ってない場所に、多

くの住民が住んでらしたんです。その結果として今回

の台風15号でのり面が崩れて位置指定道路が埋まって

いると。市に来たら、のり面は民地だし手をつけられ

ないということになっている。しかし少なくとも位置

指定道路が通れるような状況にする、最低でもそうや

っていかないと、いまだに通行どめになっているんで

す。そういうやり方はないと思うし、少なくとも通れ

るような状況をつくって、当然民地で言いましたよう

に、個人が対応しないとだめな部分が当然出てきます。

あるけども、しかし、道路網については生活道ですか

ら、市が対応して除去するということになるんじゃな

いかと思いますが、その点なぜ動かないのか、お聞か

せいただきたい。 

 それと同時に、今言ったように開発許可制度は、良

好な宅地水準を確保するんだという法律でありますか

ら、その以前にできた、いわゆる２級の住宅地につい

て、開発者が市道については、これまで何回か市に寄

附をして市道になった道路があります。多くの今言っ

た位置指定道路は、まだ民地ですから、その道路につ

いて市に寄附していただいて、市の許可制度に基づい

た水準を確保したような形の取り組みを私はすべきじ

ゃないかというふうに思うんですが、その点お聞かせ

ください。 

○副議長（下舘祥二君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  何点かご質問いただきまし

た。 

 まず、沢川のゲートポンプに係る件でありますが、

これについては久慈地方振興局の土木部で聞いたとこ

ろ、新規扱い、新規の事業というとらえ方をしている

ということでございました。そういった点で、新たに

その事業を展開していく際に、事業の予算の確保がま

だ厳しいということを伺ってございます。 

 ただ、この沢川にかかわってのポンプの設置につい

ては、これまで県北広域振興局のほうにはずっとお願

いはしておったわけでありますけども、この要望の方

法について、あるいは重点事項要望、こういったもの

に加えて要望していくことも検討していかなければな

らないというふうに、担当部とすれば今考えていると

ころであります。 

 それから、新中の橋の水門の故障については、ちょ

っと承知してございませんでしたので、この件につい

ては調査をしてみたいと思います。 

 それから、田沢川の土砂の堆積にかかわっての撤去

の時期ということでありますが、これについては２級

河川、いろいろな県のほうで管理する川も複数土砂が

埋まっている。例えば小屋畑川とか宇部の谷地中川と

か、いろいろそういった２級河川が今回の台風15号で

多く、水が、土砂が埋まっているということでありま

した。 

 実態は承知しているということでありますが、水田

に耕作するまで、までといいますか、そこまではいろ

いろと水を導入するところも埋まっているようであり

ますので、早急に撤去したいというお話を受けてござ

います。その時期までは確認をしておりませんけれど

も、県のほうとすれば、早急に対応してまいりたいと

いうふうなお話を伺ってございます。 

 それから、市が管理する田沢川でありますけども、

これについては癩癩失礼しました、田面川であります。

市が管理する田面川でありますが、これについては12

月６日に市道、これは寺里線の地点のところまでは撤
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去いたしました。 

 後、寺里川については、現在撤去中でありまして、

この後１週間程度、１週間から10日間程度、まだかか

るのではないかというふうにとらえております。 

 それから（発言する者あり）沢里川についても、ち

ょっと私、現地確認してございませんでしたけれども、

現地を確認しながら対応さしてまいりたいというふう

に思います。 

 それから、梅が丘団地、るるお話をいただきました。

市長からもご答弁申し上げたように、実際民地である

わけであります。そういった点では、この民地にかか

わってののり面の土砂の撤去とか、あるいは今位置指

定道路に落ちている土砂の撤去、こういったものにつ

いては、うちのほうでは台風15号によって現場を確認

しておりますけれども、土砂の崩落が落ち着くまでは、

まず現況のままということでとらえております。とい

うのは、まだ雨とか、そうした雨水でもって崩れるお

それがあるということもございますので、土砂の崩落

が落ち着くまでの間は、まだ手をつけられないのでは

ないかというふうにとらえております。 

 ちょうど渇水期になってまいりますと、そういった

落ち着いたころを見計らって、どういった対応が可能

なのか、そういうのを検討してみたいというふうに思

っております。一義的には民地でありますので、そう

いった所有する方と住んでいる方々の話し合いという

ふうなことが先決ではないかというふうにとらえてお

ります。 

 また、今回の津波災害、大震災の中で、国のほうで

は津波の災害にかかわって、これは特例であります。

特例でありますけれども、人工斜面のがけ崩れ対策、

これについては本来は所有者が費用を負担すべきもの

であると。しかしながら、今回の大震災での被害が相

次いだことから、特例でもって国が補助金を出しなが

ら対象に加えるというふうな報道がなされてございま

す。 

 そういったことからしても、民地にあっては私ども

とすれば、その避難対策といいますか、こういったこ

とを地域住民の方々にお話をしながら、あるいは崩落

現場の危険性、こういったものをご認識いただきなが

ら、その各地域の移転事業とか、そういったソフト事

業、こういったもので対応せざるを得ないのではない

かというふうにとらえております。 

 先ほど申しましたが崩落した土砂等の撤去、これに

ついては安全を確保しながら、市があるいはやらなけ

ればならない、そういったこともあろうかと思います。

ただ、それは最終的な判断の中でとらえていきたいと

いうふうに思っております。 

 以上であります。癩癩失礼しました、もう１点。済

みません。あ、済みません。以上であります。済みま

せん。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  新中の橋の水門につきま

しては、私のほうから、水門を管理してますのでご答

弁させていただきます。 

 これにつきましては、水門の点検は消防団でやって

おりますので、私ども点検した後、管理者である県に

修理といいますか、修繕の依頼済みでございます。 

 それで、現在はご指摘のとおり、チェーンブロック

で応急対応しておりますが、年内には復旧予定であっ

て、業者には発注済みと、そういうふうなことと振興

局のほうから伺っております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  ゲートポンプ、新規扱いの事

業だと、どういったような話ですね、これ。今までず

っと要請してきたと答弁いただきながら、今ごろにな

って新規扱いの事業だと言われても、ほんと解せない

ですよね。いずれ重点事項要望に上げるんだというこ

とでございますから、扱い方をきちっとしていただい

て、早期に実現を図っていただきたいと思います。 

 それから、開発工事の関係やはり、あそこの開発は

三河さんという方がやったんですけども、みんな個人

の、まだ個人の土地なんですよ。依然として、のり面

も道路の部分も。ただ道路部分は位置指定道路しか税

金かかりませんけど、そういった意味で、良好な宅地

水準にしていくための施策をきちんと市が持ってほし

いなと思いますが、その点についての考え方をお聞か

せいただきたいと。 

 教育長、プールです、プール。京の森のあそこと、

それから市民プールがあるんですけども、本当に久慈

小学校にないということが、非常に子供たちにとって

不幸ですよ。ご承知のとおり小学校時代にカナヅチが

治るんですよ、実は。これで中学校、高校に行くと、

なかなかカナヅチ治らないですよ。大人は特にだめで
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すよ。だから小学校段階でいかに、水に慣れて、水に

親しんでやるというのは非常に大事なんで、これはま

だその地域は、買収しようと思えば土地は幾らでもあ

りますから、包括計画の中に入っていないというご答

弁いただきましたけども、立派な学校つくると同時に、

このプールについては、子供たちにしっかりとプレゼ

ントしていただきたいというふうに思うんで、カナヅ

チが多いという先生方の声です。 

 内陸の人たちは、いろんなプール、スイミングプー

ルがいっぱいあって、とにかくあるわけです、そうい

った施設がね。あるいは学校プールもあって。そうし

た人たちで小学校段階きちっとあったけれども久慈に

来ると、残念ながらカナヅチが多いという実態聞くわ

けですよ。そういった意味では、ぜひこれからでも遅

くないわけですから、京の森とかあっちのスイミング

スクールとか、市民プールも大変遠いです。ぜひこれ

は検討していただきたいと思います。 

 例えば、学童保育所みつばちの家ですけども、夏休

み中１週間通うんだそうです、市民プールに。真夏で

すと炎天下の河川敷通るというんですけれども、帰り

はへとへとになりますからタクシーで帰っているんで

すけれども、そういった形で努力はしているようなん

です。それにしてもやっぱり全体から見れば学童保育

の数、100名足らずですけれども、学校の数も５分の

１が６分の１の数ですから、そういった形で夏休み中

きちんと通って習うというのは非常に大事なことです

ので、絶対にこのプールについて、ぜひご検討いただ

きたいと思います。お聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  晴山建設部長。 

○建設部長（晴山聰君）  梅が丘団地にかかわっての

良好な宅地水準を確保する手当というふうなお話いた

だきました。現法律に、法律といいますか現法により

開発行為等々については、この水準を確保するような

努力ということは当然であります。現在の置かれてい

る梅が丘、これについてはやはり先ほど申しましたが、

地権者同士あるいは所有者、こういった方々とのお話

し合いのもと、あるいはその中にその行政も立ち入っ

て、どういうふうな形でやっていくのか。例えば、例

えばそこの水路、そういったものの排水の処理、こう

いったもの等々やっていくことによって、もう少し良

好な生活環境が生まれてくるのではないかというふう

にもとらえるわけであります。 

 ですから、今やり得る部分でのそういった指導とい

いますか、そういったものをやってまいりたいという

ふうに思っています。 

 以上であります。 

○副議長（下舘祥二君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  久慈小学校の改築にかかわ

ってのプールの設置の質問でございましたが、これに

ついては先ほど申し上げましたように、改築時点での、

今の時点でのプールの建設は計画に入っておりません。

確かに城内議員さんおっしゃるように、必要というか

欲しいということは、その気持ちはわかるわけですが、

私ども学校施設の整備につきましては、児童生徒の授

業などで指導上必要不可欠なもの、これについては当

然設置しなければならないと。これは当然のことでご

ざいますが、整備されることによって指導効果が増す

といったような施設の整備については、その効果ある

いは必要度、汎用性、使用頻度、それから設置費用、

維持管理上の問題点など、さまざまな面を検討しなが

ら対応しているところでございます。 

 久慈小学校のプールでございますけれども、学校教

育上の施設として、確かにお話のとおりかもしれませ

んが、体育の指導の中でどういうふうな形になってい

るかと申しますと、体育の全体の授業時間は小学校１

年生で102時間、これは１時間と申しますのは、１単

位時間のこと短く１時間と申し上げますが、確か102

時間ほどだったと思います。 

 それから、２年生から４年生までは大体100時間ほ

どだったかと思います。そして、６年生がそれよりも

少なくて90時間ほどだったというふうに思いますが、

正確にはもう少し前後があるかもしれません、そこは

ご了承いただきたいんですが、低学年から高学年まで

水に慣れるとかですね、あるいは浮いたり運動すると

いったような指導をすることになっているわけですが、

これはぜひ実技を伴わなければならないという、学習

指導要領上ではそういうような、必ず実技を伴わなけ

ればならないというふうなことにはなってございませ

ん。 

 実は授業にプール、授業に取り入れるといった場合

考えたときに、当市の場合にやませに代表される冷涼

な気候、それから例えば雨降りがあったりとか、いろ

んな苦労が気象条件あるわけです。そのたびに授業の

毎日の日程を変更余儀なくされたり、いろんな場面が
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出てくるわけでございます。そして、もう一つは議員

さんもご承知のとおり、このプールを利用する期間と

いうのは、１年間のうち２カ月ぐらいだというふうに

思っおります。多額の建設費用もかかるわけでござい

ます。子供たちにとっても多額の費用、これをもっと

有効に活用することができる、学校施設、設備、そう

いったことをやはり、全体的な中で考えていかなけれ

ばならないというふうに考えてございます。 

 おっしゃられましたが、これからでも用地を取得し

て、用地が幾らでもあるということでございますが、

現時点で改めて用地を取得し、建設というのはなかな

か難しいというふうに考えてございます。ご理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  先ほどちょっと私答弁し

た際に、水門の修繕でございますけれども、年内には

復旧予定と申し上げましたが、年度内の誤りでござい

ましたので、おわびして訂正させていただきます。失

礼しました。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  何点か関連質問させていた

だきます。 

 最初に、被災者住宅補修支援事業、答弁聞き漏らし

た感あるんですが、市としてもこの事業を導入して取

り組むということで、そういう答弁だったでしょうか。

それを確認させてください。 

 それともう一つは、答弁で出された、いわゆる借り

入れを受けて住宅再建をすると、その場合に岩手県が

利子補給をするというのを出されているんですが、先

ほど答弁で、いわゆる市としても、これにかさ上げを

する形で利子補給をしたいということでしょうか。改

めてお聞かせをいただきたいと思います。 

 次に、公契約について若干お聞かせいただきたいと

思います。この公契約条例制定の眼目は、ご案内のよ

うに、いわゆる品質の確保、粗悪な工事や不良品じゃ

なくて、品質を確保するということと、そこで働く労

働者への適正な賃金が保障される、そういう二つの目

的ねらいがあること、ご案内のとおりですね。 

 調べてみますと、このいわゆる品質の確保の問題で

言えば、この最低制限価格の設定、それから総合評価

型の入札、これ久慈市でもやってますよね。加えて法

律では、公共工事の品質の確保に関する法律というの

があるということですよね。ところが一方、この労働

者の賃金確保の問題について言えば、先ほど部長がち

ょっと答弁されましたけども、最低賃金制度がありま

すね。しかし、これは、この久慈地方、岩手県で言え

ば、１時間当たり600数十円でしょ。８時間でも…… 

    〔「5,000円」と呼ぶ者あり〕 

○16番（小野寺勝也君）  5,000円前後ちゅうことで

しょ。そこで、これでは余りにも低すぎるのではない

かということで、改善を求めて、市としても最近の問

題でいえば、少なくとも１時間当たり1,000円ですか。

中小企業への手当もしながら、１時間当たり1,000円

は必要だということで、上のほうに市としても情報を

上げていただいているという流れですよ。 

 そこで、ことしの８月ですかね。いわゆる災害廃棄

物処理特別措置法、８月に出ていますね。これを受け

て11月の11日に、産業廃棄物処理賃金適正方針という

のが出されてますね。これによると、いわゆる国土交

通省の公表の労務単価、これを採用して適正に支払わ

れるようにしなさいという指針が出されてますね。 

 そこで、お尋ねをいたします。久慈市としても公共

事業の発注に当たって、いわゆる労務単価、これをそ

れぞれ採用して積算していると思うんですが、普通作

業員ですね。一般運転手、大工、左官、これについて

平成23年度に出されている岩手県の国土交通省が出し

た労務単価は幾らになっていますか。この四つの業種

について、まずお聞かせください。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  歩掛かり単価については

ちょっと資料を取り寄せて答弁していただきます。 

○副議長（下舘祥二君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  先ほどもお答えしま

したけれども、県が現在提案しました災害復興住宅融

資利子補助事業については、市としても何らかの形で

連動した形で補給というか支援してまいりたいという

ことで、検討しているということでご答弁申し上げた

ところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  それと、今部長答弁された

利子補給についてはね、わかりました。そうすると、

いわゆる半壊、一部損壊のそれについての県が今度の
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補正で出してますね。住宅の補修補助で限度額30万、

耐震改修で言えば60万、これはありますね。バリアフ

リーで60万、建設材の活用等で限度額が20万というこ

とで今回打ち出しているんですが、これを市として、

これは市がやらないといくら県がやっても、受け皿が

ないと出ないわけで、やはり市としてもこういう補助

制度、県の制度をやっぱり活用して、いくらかでも被

災者の手助けをしていくということが大事ではないで

しょうか。 

 しかも、この制度は、いわゆる併用も可能、そして

３月11日までにさかのぼっても適用になるという制度

ですよ。これをおやりになるべきだと思うんですが、

改めてお聞かせをいただきたいと思います。 

 それから、労務単価の問題ですね。時間かかるよう

ですので、私のほうから言います。普通作業員で１万

1,800円ですよ、労務単価ね、23年度のやつは。一般

運転手で１万3,300円、大工で１万4,400円、左官で１

万5,000円、岩手県でね。これで見ると、実際に市と

してもこれの積算で発注していると思うんですが、実

際に市内での働いている労働者への支払われている賃

金状況というのは、恐らく5,000円から8,000円前後に

とどまっているのではないでしょうか。そうすると、

場合によっては、この半分から５割から７割程度にと

どまっているというのが実態だと思うんですね。やは

り、ここはどっかで歯どめをかける、やっぱりそうい

う手当が、公契約条例の精神から言えば、やはりそう

いう手だて、支えというのが必要になってくるのでは

ないでしょうか。改めてお聞かせをいただききたいと

思います。 

 次に、久慈小学校の問題で、この分離発注でやられ

たんですが、落札率が99.27％以上になっているんで

すね癩癩と推定されます。入札予定価格と落札率は幾

らになっていますか。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  入札予定価格を公表しろ

というふうなお尋ねでございますけれども、工事請負

契約等につきましては契約締結が成立するまで、これ

については公表ができないものと通常は返されてござ

います。と申しますのは、入札執行後におきましても、

その後の変更といいますか、いわゆる落札がなかった

ものとか、それから議案が否決になる場合も、もしか

すればあるかもしれない。そのようなことがあって、

そのようなことのいろんなことが想定されるので、請

負契約が決定成立するまでは予定価格については公表

しないというのが通常でございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  被災住宅の補修支援

ということでの先ほどご質問に私のほうからお答えし

たいと思いますが、県のほうでも議員おっしゃったと

おりの補助の内容を考えているようではございますが、

具体的な内容については私どものほうでも承知してお

りません。 

 ただ、現在久慈市では住宅リフォーム事業等もござ

いますので、そちらのほうで対応できるのであれば、

ぜひそちらのほうを対応できる範囲かなというような

考えも持っているところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  失礼しました。公契約条

例につきましても質問いただいておりました。それで、

久慈市としても、いわゆる賃金のミニマムラインとい

いますか、そういうものを設定するべきじゃないかと

いうふうなお尋ねでございます。これにつきましては

城内議員さんにも考えを申し述べさせていただきまし

たけれども、最低賃金法はこれは業種別等について細

かく決めてございます。 

 それで、いわゆる今設計単価といいますか歩掛かり

等々、差を例に出して、その差をどうのこうのという

ふうな話でございましたけれども、いずれにしろ法的

には法律とそれから民事上の契約とか、それらの差を

どうのこうのというふうな話はちょっと違うんじゃな

いかなと思います。 

 それで、いわゆる使用者と被用者、これについての

労働契約、これはこれですし、それからいわゆる設計

上の見積もりの基礎となる単価、これについての単価

は同時にちょっと比べるべきのものではないんじゃな

いかなと思ってます。 

 いずれにしろ、根本的には考え方は同じだと思って

います。議員ご指摘のとおり、いわゆる市民の所得の

向上、ここについては同じ考え方でございます。それ

につきましても、いわゆる地域の事情に即した賃金と

いうのも一つの考え方として、これは否めないものが

あると思っておりますので、そこにつきましては今、



－99－ 

ここで久慈市が野田市さんとか川崎市さんの例のよう

に先んじて、岩手県とか東北地方に先んじて、ここで

このような目安の最低賃金を設定するとか、そのよう

なことにまでは、ちょっとそこまではまだ思いが至っ

てないと、そういうことでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  総務部長、それではね、確

認です。国土交通省の公表の労務単価、先ほど私が紹

介しましたけれども、基本的には久慈市でも発注に際

して、入札予定価格の算定等について、これの単価を

もとにして積算しているということでよろしいですか。

確認させてください。 

 それから、久慈小学校の入札問題、この推定ですけ

どもね、落札率が99.27％以上なんですよ。あなた方

は入札予定価格言わないから、99.27％以上というこ

とはね、ほぼ100％ですよ。ちなみに岩手県のこの落

札率の推移、ここ数年間見ると81％から86％ですよ。

この99.27％以上、これは異常だというふうには考え

ませんか。それが１点。 

 それから２点目は、この落札業者の中に、ことしの

10月６日に産業廃棄物処理法違反で振興局長の行政指

導を受けた業者がいると思うんですが、どうですか。

そして、処分は非指名ですか。いわゆる指名停止の一

歩手前で、指名にも参加できない、ただし下請けには

入ることができるという状況があるようですが。10月

６日にそういう行政指導を受けてる、そして小学校の

入札は11月11日ですね。そうすると、こういう業者が

そういう法令違反をしたという点では、入札参加に当

たって告知義務といいますか、市のほうにそういう報

告なりあれがあったんですか、いかがですか。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  ３点についてお答えした

いと思います。 

 まず、労務単価については、国交省等の使っている

のかということでございますが、私ども設計の際には、

それを使っていると思っております。 

 それから、落札率についておかしいとは思わないか

ということでございますが、落札率については100％

もあり得ると思ってますし、ものによって全部が全部

99％とか98％というふうな感じでは思っておりません

ので、ものによっては100％から90％か80％もあるも

のと、そういうふうに考えております。 

 それから、最後にちょっと10月６日の振興局長云々

というふうなお話でしたけれども、これについてはち

ょっと承知しておりませんので、ちょっとすぐにでも

調べてはみたいとは思います。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  そうすると、10月６日に行

政指導を受けてると、その入札に際してはそういう何

ら報告もなかったということになりますわね。そうす

ると、これはどうなんですか。いわゆる法令違反を犯

した、それを報告をしないまま指名業者に受けて、入

札参加をして落札をしたという流れは、法令や道義上、

問題にはならないんですか。知らないということです

ので、議長しかるべき対応をして、きちっと調べた上

で、答弁をさせていただきたいと思います。 

    〔「暫時休憩だ。暫時休憩したほうがいい」 

     と呼ぶ者あり〕 

○副議長（下舘祥二君）  外舘副市長。 

○副市長（外舘正敏君）  ただいまの10月６日、振興

局長の行政指導があったという件でありますけども、

正直、今ここで聞いた話でありますので、これは直ち

に調査をして、いわゆる推移、経緯等について確認を

して、市としての例えば業者選定委員会等を緊急に招

集して結論を得るとか、そういうふうなことになろう

かと思います。今初めて承知した部分ですので、そこ

のところはこれから調査をしたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  この際暫時休憩いたします。

再開は午後３時といたします。 

    午後２時39分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後３時00分   再開   

○副議長（下舘祥二君）  休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 一般質問を継続します。 

 菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  先ほどの小野寺議員のご

質問にお答えしたいと思います。 

 短時間でございましたので、ちょっとまとまらない

かもしれませんが、現在、確認したところによります
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と、岩手県は該当の業者に対して業務改善の行政指導

を行いましたと。これが10月６日でございます。それ

で県は業務改善といいますか指導を行った場合、「運

用基準から１カ月間の非指名となります」ということ

になります。 

 そうしますと、これは行政処分と違いましていわゆ

る指導でございまして、そして、またこれにつきまし

てご質問のこれらのことにつきましては、その業者等

も告知義務もございませんし、また、これにつきまし

ては内部との話と思いますので、私ども外部の人間が

知る立場にはございません。したがって、私もわかり

ませんでした。 

 それで、あと内容につきましても若干聞いたんです

けれども、いわゆるご指摘のとおり廃棄物の処理、清

掃に関する法律に関する違反ということで、現場監督

の方が不注意で、いわゆる一部資格を有しない業者に

その廃棄物の処理をさせたということらしいです。し

たがいまして、これらを受けますと、例えば私どもに

なった場合に、これは県においてもそうですけれども、

私らも入札の指名停止とかそういうふうなことに該当

するものとは考えておりません。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  時間ですが、非指名ですか、

いわゆるペナルティを課されたことは間違いないんで

すよね。しかも、告知義務はないと言いますけどもね、

道義的に見ても極めて重大ではないですか。告知義務

はないと、軽微だと。だから、今回の落札は有効だと

いうことでは、やっぱり市民の皆さんの理解は到底得

られないと思いますよ。さらに精査をして、きちんと

した対応を求めたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  菅原総務部長。 

○総務部長（菅原慶一君）  道義上の云々というふう

なお話につきましては、今ここで答弁する何物もない

んですけれども、いずれ、これにつきまして「もっと

精査しろ」ということであれば、もう少し追跡調査は

していきたいとそういうふうに思っております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問、関連質問を打ち切

ります。 

 次に、社会民主党、梶谷武由君。 

    〔社会民主党梶谷武由君登壇〕 

○１番（梶谷武由君）  社会民主党の梶谷武由です。

市政の当面する諸課題について市長及び教育長に質問

いたします。 

 初めに、平成24年度予算を編成するに当たっての基

本的な考え方と重点施策をどのように考えているかお

伺いいたします。 

 次に、大震災によって大量のがれきが発生し、その

処理が行われていますが、処理速度が遅いように思わ

れます。がれきの処理の進行状況と現在の処理状況だ

と、処理終了はいつごろになるか、考えているかお伺

いをいたします。 

 また、現在計画が進んでいる岩手県北部環境組合の

負担金についてですが、建設費や運営管理費など、経

費区分ごとに負担割合が市町村ごとに決められ、処理

量の基準年も定められています。今回の震災に伴って

生じたがれき分については、負担割合に影響がないよ

うにすべきと考えますが、どのようになるかお伺いを

いたします。 

 次に、テレビの地デジ対策についての質問ですが、

被災した３県は、来年３月末で地デジに完全移行する

ことになっています。共同アンテナの設置や高性能ア

ンテナによっても視聴できない地域では、当面の対策

として、５年間は衛星利用により地上波を受信するこ

とになっていますが、この場合は全国版の情報となり、

岩手の地域情報を受信できません。地上波の受信困難

世帯数は何世帯か。また、受信困難世帯での県内の情

報を得る手段はどのようになるかお伺いをいたします。 

 次に、震災による被災者支援についての質問です。 

 被災者の生活再建のために、各種新制度があります。

その中の一つに、住宅再建を行う場合に土地や住宅の

取得にかかわって固定資産税等の軽減措置があります。

当市では、震災前から市内への定住促進についても取

り組んできたところです。今回の災害による被災者支

援と定住化の促進の観点から、市独自に支援を行い、

被災者が市内に新たに土地や住宅を取得しやすいよう

にすべきと思いますが、支援策についてお伺いをいた

します。 

 次の質問は、環太平洋経済連携協定ＴＰＰについて

の質問です。 

 日本がＴＰＰに参加することによって物品の関税の

撤廃やサービスのさらなる自由化、市場開放が求めら

れ、国民生活にも大きな影響があります。当市の産業
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への影響も相当あるのではないかと思われますが、ど

のようにとらえているか。 

 また、日本がＴＰＰへ参加しないよう国に働きかけ

るべきとも考えますが、どのように考えているかお伺

いをいたします。 

 ＴＰＰ参加によって関税が撤廃されれば安い輸入品

が流入し、農水産物の生産が減少することも農林水産

省は予測しています。影響の大きい農林水産業の振興

策についてお伺いをいたします。 

 次の質問は、山口発電所にかかわる質問です。 

 山口発電所のダム周辺で土砂崩れがあり、発電所が

使えない状況になっております。また、台風15号によ

ってダムが一部損壊をしました。ダムの復旧予定と発

電所の復旧予定についてお伺いをいたします。 

 ダムに魚道がないため、川に生息する魚類は上流部

と下流部に遮断されたまま現在に至っています。ダム

により分断された生態系の回復、生態系保全の観点か

ら魚類の遡上を助ける魚道の設置が望まれています。

損壊したダムの復旧時に魚道を設置するよう、東北電

力や県に対し強く働きかけるべきと考えますが、その

考えをお伺いをいたします。 

 次に、市民協働道路維持補修事業についての質問で

す。 

 この事業は市民からも好評であり、予算の拡充が望

まれています。予算の拡充についての考えをお伺いい

たします。 

 次の質問は、除雪についての質問です。除雪につい

て、担当者は最大限の努力をしていると思いますが、

昨年の除雪の仕方について反省すべき点があったので

はないかと思われます。除雪後でも、走行しにくい道

路が多く見受けられました。このようになった要因を

どのようにとらえているかお伺いいたします。 

 除雪開始に当たって、単に降雪量のみでなく降雪予

想なども加味して除雪を行っていると思いますが、除

雪開始の基準の見直しも必要かと思います。どのよう

に考えているかお伺いいたします。 

 次の質問は教育長への質問です。 

 一つ目は、久慈小学校の改築にかかわる質問です。 

 設計図面が示されていますが、その図面を見ますと

２階に空中廊下を、体育館下部に雨水貯留槽を設ける

設計となっていますが、それぞれの設置目的をお伺い

いたします。 

 以前の議会で、新規格の児童用机のことで質問をし

たとき、どの種類の机を導入するかについては、学校

と協議を重ねながら決定したい。面積については、一

段大きい机でも収容できるよう計画したいと答えてい

ますが、机の大きさは４種類あります。どの大きさの

規格のものを想定した教室の面積となっているか、お

伺いいたします。 

 保健室は、けがや病気をした児童生徒の手当てや看

護のほかに、健康診断や健康相談を行う部屋で、近年

では、いじめやストレスの増大による精神的な避難所

としての役割もあります。ベットや薬品のほか、身長

計や体重計などの計測器具も備えていなければなりま

せん。児童数の多い久慈小では、もっと広い保健室が

必要と思われます。保健室の拡張と養護教諭がカウン

セリングに利用できる空間の確保についてお伺いをい

たします。 

 災害時には、子供たちの避難や安全確保と同時に、

災害によって児童が家庭に帰れないことや、地域の人

が学校へ避難してくることも予想されますが、災害時

の対策についてお伺いいたします。 

 また、災害とならないまでも、短時間の停電や断水

が起きることは考えられます。このような場合、通常

の活動ができるようでなければならないと考えますが、

どのような対策をとられるのか、お伺いをいたします。 

 最後の質問は歴史民俗資料室についてです。 

 資料の整理も進んでいることと思います。また、建

物の耐震診断も終了したことから、歴史民俗資料室を

一般開放し、貴重な民俗資料を多数の方々に見ていた

だくようにすべきと考えますが、その計画についてお

伺いをいたします。 

 民俗資料室を市内の観光ルートの一部にし、観光客

を呼び込むべきとも考えますが、考え方をお伺いして、

登壇しての質問を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  山内市長。 

    〔市長山内隆文君登壇〕 

○市長（山内隆文君）  社会民主党、梶谷武由議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 最初に、新年度予算についてでありますが、昨日も

清風会代表、畑中議員ほかにお答えいたしましたよう

に、厳しい財政環境を踏まえまして、限られた財源の

重点的かつ効率的な活用に努めてまいりたいと考えて

おり、久慈市復興計画に基づいた諸施策の推進に努め
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てまいりたいと考えております。 

 次に、がれき処理についてお答えをいたします。 

 まず、がれき処理の進行状況についてでありますが、

災害廃棄物につきましては、仮置き場への集積が完了

しているところであります。平沢仮置き場においては、

コンクリート殻の処分や家電のリサイクル処理が終了

し、また、木くずや金属類など品目ごとの粗分別及び

津波堆積物の処理に向けた組成調査などを進めている

ところであります。 

 次に、がれきの中間処理、最終処分の完了時期につ

きましては、岩手県災害廃棄物処理詳細計画に基づき、

平成26年３月末までに完了することをめどといたして

おりますが、県とともに、他自治体との協議を進めま

して、広域処理の受け入れ先の確保を図るなど、でき

る限り、早期の完了に努めてまいります。 

 なお、災害廃棄物の処理量と岩手北部広域環境組合

負担金の関係については、災害廃棄物は、平常時の一

般廃棄物処理量とは別途計上されておりますことから、

岩手北部広域環境組合の負担金には影響しないものと

認識をいたしております。 

 次に、地デジ対策についてお答えをいたします。 

 まず、受信困難な世帯数についてでありますが、ア

ナログ放送終了時において、影響が出るととらえてい

る世帯数は、新たな難視となる31地区121世帯と、改

修が困難である既設共聴施設５施設16世帯の合計137

世帯であります。 

 次に、地上デジタル波の受信が困難な世帯が県内の

情報を得る手段についてでありますが、衛星放送では、

地方テレビ局の番組が放送されないために、緊急速報

以外の日常の情報は新聞やラジオなどから得なければ

ならないものととらえております。 

 次に、被災者支援についてお答えをいたします。 

 まず、震災により家屋を失った世帯で新たに土地や

住宅を求めている世帯数につきましては、現時点で正

確な数を把握していないところでありますが、今後、

地区住民との話し合いを重ねていく中でニーズを把握

してまいりたいと考えております。 

 次に、土地や住宅を求める場合の市独自の支援策に

ついてでありますが、さきの日本共産党久慈市議団代

表、城内議員にお答えいたしましたとおり、岩手県が

実施を予定しております災害復興住宅融資利子補給補

助事業の活用と合わせまして、市単独の支援策を検討

しているところであり、新築及び修繕にかかる負担の

軽減を図ることで被災者の早期の生活再建を支援して

まいりたいと考えております。 

 次に、ＴＰＰについてお答えをいたします。 

 環太平洋連携協定、いわゆるＴＰＰへの参加による

影響についてでありますが、政府からの情報が圧倒的

に少ない中、日本の将来像が示されず、国民の理解が

得られないままにＴＰＰ交渉参加に踏み切ったことは

まことに遺憾であると考えております。特に、関税等

が撤廃された場合、当市の基幹産業であります農林水

産業に対する影響は図りしれないものがありますため、

国はこの懸念に対する具体的な対応策を示し、かつ、

国民的な議論を経た上で総合的に判断をすべきであっ

たと考えております。 

 また、医療や金融分野においても、その影響につい

ては図りかねるところがありますけれども、国の方向

性についての議論が何もなされないまま交渉参加に踏

み切ったのではないかとの批判は免れないものととら

えております。 

 次に、当市の対応策についてでありますが、全国市

長会、東北市長会、岩手県市長会等を通じ、これまで

も慎重な対応を行うよう要望しているところでありま

すし、今後におきましても、さまざまな機会をとらえ

て市の考え方を国に伝え、国が拙速にＴＰＰ参加に踏

み切ることがないように要請してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、農林水産業の振興策についてでありますが、

現時点では、いまだ、国からの具体的な対応策が示さ

れていない状況でありますことから、市といたしまし

ては、国の動向に注視、対応してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、山口発電所についてお答えをいたします。 

 まず、ダム及び発電所の復旧予定でありますが、東

北電力株式会社によりますと、台風15号により損壊し

た取水ダム堰堤の頂部については、12月に工事に着手

し、来年３月末の完成を予定しているところであり、

また、発電所については、平成22年10月１日の取水口

背面の斜面崩落に伴い発電を停止しているところであ

るが、岩手県による治山工事終了後に運転を再開した

い意向であるとのことであります。 

 次に魚道の設置についてでありますが、久慈川の流

量が少ない中、発電量を確保するための水量が必要で



－103－ 

あることや、設置費及び設置後の維持経費等の負担を

考えると、魚道の設置は困難であるとのことでありま

した。しかしながら、漁業資源の確保、多様な生き物

の生息可能な環境づくり等、資源保護の観点から、魚

道の設置について久慈川漁業協同組合等と連携しなが

ら継続して要望してまいりたいと考えております。 

 次に、市民協働道路維持補修事業についてお答えを

いたします。 

 この事業は、平成18年度から多くの地区で側溝整備

などを行ってきたところであり、今年度も12カ所で事

業を実施し、これまでに61カ所で事業を展開してきた

ところであります。この事業、予算の拡大につきまし

ては、各地域において、夏から秋にかけての限られた

期間での、しかも土、日の作業が多いことから、地域

住民の作業の安全確保を支援する職員体制や財政事情

等を勘案しながら検討してまいるべきものととらえて

おります。 

 最後に、市道の除雪についてお答えをいたします。 

 まず、除雪後の走行しにくい道路の要因についてで

ありますが、一次除雪では雪質や積雪の度合い、除雪

機械の性能等により路面に凹凸が発生することもあり

ますことから、除雪後のパトロールを実施し、必要に

応じて二次除雪を行っているところであります。 

 次に、除雪開始基準の見直しについてでありますが、

市の除雪計画ではバス路線や市街地及び山形町地域で

は10センチメートル、その他の地域は20センチメート

ルの積雪時を除雪出動基準としております。今後にお

きましても、この除雪出動基準に基づき、気象情報等

を参考に道路パトロールを行い、積雪状況や一次除雪

の状況を見きわめながら、円滑な交通を確保するため

効率的な除雪に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、社会民主党梶谷武由議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  亀田教育長。 

    〔教育長亀田公明君登壇〕 

○教育長（亀田公明君）  社会民主党、梶谷武由議員

の久慈小学校の改築についてのご質問にお答えをいた

します。 

 最初に、空中廊下の設置目的についてでありますが、

普通教室棟と管理特別普通教室棟２階を直接つなぐ通

路であり、児童相互の交流と避難誘導上の活用を考慮

しているところであります。 

 次に、雨水貯留槽の設置目的と通常時の活用方法に

ついてでありますが、環境を考慮した学校施設の整備

と環境エネルギー教育の充実を目的としているもので

あり、通常時は、主にトイレ用清浄水や雑用水として

使用する計画であります。 

 次に、普通教室の面積についてでありますが、新Ｊ

ＩＳ規格の児童用机、いすの寸法と想定される１学級

当たりの児童人数をもとに64平方メートルとしており

ます。 

 次に、保健室の拡張とカウンセリングスペースの確

保についてでありますが、保健室は現在より広く設計

しており相談室の設置についても配慮したところであ

ります。 

 次に、災害時への対策についてでありますが、児童

の安全を第一に考え、校舎及び室内運動場の耐震性を

確保しているほか、受電設備や受水槽の２階部分への

配置、校内側溝の新設及び関連する雨水排水路の整備

を行うこととしております。 

 次に、停電や断水時の対策についてでありますが、

太陽光発電設備及び非常用電源装置を設け、停電時に

備える計画であり、長時間にわたる断水時には、給水

車から受水槽へ直接給水し、蛇口からの水を利用でき

るよう対策を講じているところであります。 

 最後に、歴史民俗資料室についてお答えをいたしま

す。 

 定期的な開放をするためには、施設の改修工事が必

要であり、今後も、関係部局と早期改修について協議

等してまいりたいと考えております。 

 以上で、社会民主党梶谷武由議員に対する私からの

答弁を終わります。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を許します。１番梶

谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  それでは再質問を行いたいと

思いますが、質問通告をしたにもかかわらずお答えに

ならなかった部分もありますので、後でよろしくお願

いをします。 

 まず、がれきの処理にかかわっての分ですが、県の

廃棄物の処理計画、これによって進められていくとい

うことで、がれきの量は県全体で435万トン、久慈市

で９万6,100トンといふうになっていますが、この市

のがれきの９万６千幾らのうち可燃物で２万2,800ト

ンというふうにもなっています。この２万2,800トン
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のうち、柱とか角材が9,800トン、これが広域処理と

いうふうになっています。広域処理は、各岩手県以外

の県で処理するということなわけですが、具体的に久

慈市内から発生した柱とか角材をどこの県がどれくら

いの量を処理するという計画になっているのか、どの

ように進んでいるのか、まずお伺いをしたいと思いま

す。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  県の処理詳細計画で

は9,800トンの柱材、角材については広域処理という

表現であらわされております。これについては八戸市

が先般、受け入れを決定していただいたということで

ございまして、それ以外にも、秋田県でも動きがござ

いまして、受け入れに向けて検討中ということも聞い

ております。その詳細については、今、受け入れ先で

あります八戸市と県とで受け入れの条件ですとか受入

量、それらについて協議をして、受け入れの契約が成

立した場合に久慈広域でもって量の割り振りをしてい

くというようなことで久慈保健所からは伺っていると

ころでございます。したがいまして、どこで幾らとい

うようなことについては、現段階ではまだ決まってい

ないということでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  そうすれば、処理にかかわっ

ては県が主導して、久慈市のがれきをどこの県にお願

いをするかというのは、県が主導して行うというふう

な受けとめ方でいいのか。 

 あと、搬出をする場合の条件等、無条件に燃えるも

のはそのまま「とん」といいのか、あるいは大きさを

どうするとか、あるいは角材なんかの中に鉄筋等が、

鉄分等があった場合には、そういうのを除去するとか、

その受け入れの条件等があるのか。あるいは、そうい

う協議等が進んでいるのかどうかについてもお伺いし

ます。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  今まさに、その詳細

について岩手県と八戸市が詰めを行っているというふ

うに伺っているところでございます。それで、県主導

なのかということでございますが、広域処理について

は１市町村単位で交渉するような問題でございません

ので、広域処理の受け入れ先については、県主導でや

っていただいているということでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  角材等以外の可燃物の処理に

ついて、二戸のクリーンセンターとか八幡平、あるい

は久慈の広域ごみ焼却場等いろいろあるわけですが、

これらについての協議の進みぐあい、そしてその場合

に、先ほども話をしたような搬出に当たっての条件等

の協議が進んでいるのか。進んでいるのであれば、ど

ういう条件になっているのかをお伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  柱材とか角材の処理

につきましては広域処理ということで進んでおります

けれども、可燃系の混合物というのがございますけれ

ども、これらについては、広域処理も含めてなんです

けれども、県内の焼却場に搬出するというのは県の詳

細計画の中には定められておりまして、久慈広域連合

を含んで１万9,800トン、これらを県計画では、県内

のごみ処理場等で焼却をしていくというような計画に

なっております。 

 それで、これらの施設との協議でございますが、具

体的には、久慈広域としてはまだ進んでいないと。県

において多分、八戸市の受け入れが決まっていった段

階でその割り振りが出てくるんだろうというふうに考

えているところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  この角材等以外の可燃物の処

理は八戸、広域のほう関係ないですよね。県内で二戸

のクリーンセンターで1,500トン、八幡平で6,600トン、

久慈が2,200トン、県外もありますね。失礼しました。

協議が進んでいないということですが、そうすれば、

久慈で事前にがれきのやつ、可燃物のところからさま

ざまなものを分別していかなければならないと思うん

ですが、その分別については大きいところは進んでい

ると。それは私もそのように感じていますが、細かい

分については、まだじゃないのかなと。 

 私が特に心配するのは、可燃物の中に様々な、特に

スプレー缶等、あるいはビンなんかでも内容物のはい

ったもの、それが毒性のものでなければいいですし、

あるいはスプレー缶等が腐食して破裂するというよう

な事故、これは腐食してくれば、そういうような事故
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も考えられるわけで、腐食する前に分別等が行われな

ければならないのではないかなと。遅くなればなるほ

ど事故の可能性が高くなると。作業員も心配されるわ

けです。 

 そういうわけで、搬出前の分別等が行うに当たって

も、持っていって相手先のほうが分別をする、あるい

はこちらで分別するという、そういう協議等もあると

思うんですが、その辺についてはいかがでしょうか。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  ただいま、受け入れ

先と検討協議しておりますが、まさに、そういうこと

を含めての協議中だというふうに認識しております。 

 それで、今現在の状況なんですけれども、平沢の第

１ヤードでございますけども、あそこはほとんど粗分

別が終了しておりまして、第２ヤード、上側になるん

ですけども、そちらのほうの今、分別に入っていると

いうような状況でございます。 

 今、例えば広域処理が進まない中でできることをや

っているということでございまして、全く進んでいな

いわけではなくて、進めているということでご理解を

いただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  あと、久慈広域の焼却場、こ

こでの受け入れの関係ですが、１日６トンというふう

に県の計画ではなっています。久慈の広域の焼却場の

場合、焼却能力は24時間運転で120トン、これは改修

後、そのように示されているわけですが、それから、

実際に焼却をしているのが１日60トン、多くても70ト

ンぐらいというふうに伺っているわけですが、一般家

庭から出るごみと同じような分別の仕方をすれば、も

っと大量の焼却が可能かと思うんですが、１日６トン

となった根拠はどこから来ているのか。あるいは、大

量焼却の障害となっているものがあれば何なのか、お

伺いしたいと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  ただいまの久慈広域

連合の災害がれきの処理量が１日６トンという根拠と

いうことでございますが、これについては焼却場の処

理能力と一般家庭の持ち込みの量とを考慮して、災害

廃棄物については６トンが限度だというふうな定め方

だというふうに思っております。 

 それから、広域連合のほうでは、これまで柱材、角

材のチップ化したものの災害がれきの焼却と、あとは

畳、あと廃プラスチック、これらの試験焼却をしてお

ります。今週あたりから生活系と言いますか、布団で

すとか畳、そういったものを順次搬出して焼却してい

ただくということで始まっております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  今のお答えには理解できない

といいますか、納得できないといいますか、焼却能力

からすればもっともっと大量焼却が可能だと思うんで

すがね。広域連合事務局の話では、県でこういうふう

に日常の通常のごみの10％分を計画をしたということ

でも伺っているんですが、その部分については、可能

なのであればやはり同じ地区内から、地区内で処理を

できるようにすべきというふうに、そこは思います。 

 あと、次の質問ですが、地デジ対策の分についてで

すが、衛星を利用せざるを得ない世帯もかなりあると

いうことで、その場合ラジオ、新聞等というふうなお

答えをいただいたわけですけれども、衛星を利用しな

ければならないような地域でラジオの難聴ということ

も十分考えられるわけですが、ラジオが聞こえるかと

か、あるいは防災無線が聞こえるかという、そういう

調査等は行っているのかどうか。市内どこに住んでい

ても、県内の情報が得られるようでなければならない

と思うんですが、市独自で対策というのはかなり難し

い部分があると思われますので国や県、あるいは放送

事業者への働きかけという部分についてもお伺いした

いと思います。 

○副議長（下舘祥二君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  地デジ対策で、暫定

的に衛星放送を受信している地域につきましては、私

どものほうでも情報の欠如にならないように、どうい

うような状況かということで現地調査をしておりまし

て、対象となっている地域全地区につきましては、ラ

ジオが視聴可能というようにとらえているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  勝田市民生活部長。 

○市民生活部長（勝田恒男君）  久慈広域連合での焼

却をもっとできるのではないかということのご質問で

ございましたが、広域連合との協議の中では家庭系の
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処理を優先するという、その結果、余力として６トン

ということで決まったということでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  次、山口発電所の分について

ですが、山崩れの防止、そこの工事が完了してから発

電開始ということのようですが、完了の目途について

お伺いします。 

○副議長（下舘祥二君）  大湊総合政策部長。 

○総合政策部長（大湊清信君）  これにつきましては、

県のほうの治山事業でどういうふうに対応するかとい

うことで、その情報は今のところ、得てないというこ

とでございます。ただ、地面がある程度落ち着かない

限り現場には入れないような急斜面でございますので、

そこのところは考慮しているというふうに承知してい

るところでございます。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  それでは、時間も少なくなっ

てきてあれですが、久慈小学校の建築にかかわっての

分ですが、質問では「どの大きさの机を想定をした面

積か」ということでお尋ねをしておったんですが、そ

の新しい規格では、机の幅が60センチから75センチ

メートルの間で４段階に分かれています。それから、

奥行きで45センチと50センチと、そういうふうになっ

ているわけですが、どの段階の机を考えて64平方メー

トルというふうにしたのか、そこのところをお願いを

したいと思います。 

 保健室の面積の部分ですが、児童数が非常に多い状

況なわけですけれども、風邪が流行した場合など数十

人単位で児童が来室することも十分考えられます。１

回風邪が発生すれば、120人の罹患者というのはごく

普通にあるわけですので、保健室はもっと広い面積を

確保して、子供たちのそういう時の対応あるいは相談

等が必要と思うんですが、今の面積は非常に狭い。他

の状況等を見れば、普通教室１教室分ぐらいの確保を

されて市独自で基準をつくっているところもあるよう

です。 

 そういうことからすれば、今後、保健室の面積の拡

張ということについてもう既に図面も出て、あるいは

工事の請負契約も、そういう提案もされている状況の

中ですが、拡張についての検討をする余地はないもの

かどうか、そこについてをお伺いをします。 

○副議長（下舘祥二君）  亀田教育長。 

○教育長（亀田公明君）  ただいまの久慈小学校の改

築についての再質問をいただきましたが、その前に、

先ほど私が登壇しての答弁で大変言葉足らずのところ

がござました。大変失礼いたしました。 

 民俗資料室についての観光資源としての施設の活用

というふうに質問を賜ったものでございますから。先

ほど答弁いたしましたように、定期的に開放するとい

ったような施設にする場合には、施設自体を比較的大

規模に改修しなければならないといったようなことで

ございますので、そこのところからご理解を賜りたい

ということでございます。以上でございます。 

 あと、久慈小学校の改築については次長のほうから

答弁させます。 

○副議長（下舘祥二君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  部屋の広さを決めるに当

たって、机の大きさということでございますが、ＪＩ

Ｓ規格の最大の大きさで大丈夫だというふうなことで

広さを決定したものでございますが、その机をどのサ

イズのものを購入するかということにつきましては、

購入すること自体も含めて、今後検討していきたいと

いうことでございます。 

 それから、保健室の広さでございますが、今の保健

室30平米程度ということで、これが40平米程度に大き

さを広げたわけでございますが、このほかにも先ほど

議員おっしゃったとおり、生徒たちが大規模に対応し

なければならないという場合には、そのほかにも部屋

がございまして、指導室もございますし個別学習室も

ございますので、緊急的な場合は、そういった部屋を

活用してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○副議長（下舘祥二君）  梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  保健室、現在は養護教諭の方

が２名いるわけですが、通常１名といった場合に、部

屋は健康診断のような、そういうときは別室というこ

とも十分考えられると思うんですが、通常時であれば、

部屋を２カ所、３カ所でということは考えにくいかな

というふうに思いますが、それについては、面積の拡

張についての検討の余地の分についてお伺いをしたい

と思います。 

 それから、民俗資料室の部分についてですが大規模
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な改修ということで、具体的にどういう改修というの

を考えているのか。あるいは構造や、あるいは法的に

クリアしなければならない部分等もあろうか、消防法

上のそういうのもあろうかと思うんですが、そういう

のについての計画はどのようになっているか、お伺い

します。 

○副議長（下舘祥二君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  まず、保健室のこれから

の設計の変更の余地はあるのかというご質問でござい

ますが、現在実設計も終わってございますので、なか

なか難しい、困難なものだと考えております。 

 それから、民俗資料室でございますが、議員おっし

ゃるとおり、数年で集客するというふうなことになり

ますと、大規模な改修が必要だと考えております。議

員おっしゃいましたとおり、消防法上の問題もござい

まして、不燃化とか、それから排煙設備とか非常用の

設備等が必要になってまいりますし、かなりの多額の

費用を必要するものと考えておりますので、現在のと

ころ、なかなか困難であると考えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  計画は作成しているでしょう

か。作成していなければ、作成する予定はどのように

なるのか。 

○副議長（下舘祥二君）  宇部教育次長。 

○教育次長（宇部辰喜君）  内部では計画は持ってい

るわけでございますが、これが予算化されるというこ

とにつきましては、市長部局と協議を進めなければな

らないと考えております。 

 以上です。 

○副議長（下舘祥二君）  再質問を打ち切ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会 

○副議長（下舘祥二君）  以上で本日の日程は終了い

たしました。12月14日の本会議は、議事の都合により

午後１時30分に開会いたします。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後４時25分   散会   
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